
  



  



 

 

 

は じ め に              
 

 

 

 

本市の高齢者の状況は、介護保険制度が始まった平成12年当時には高齢化率

が12.4％と全国と比較しても若いまちでした。しかし本市においても確実に高

齢化が進展し、令和２年10月時点では27.8％となり、全国との差も縮まってき

ています。また65歳から74歳の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者の割合も、

今後３年間で逆転し、後期高齢者が半数を超えると見込まれております。 

そんな中、医療や介護が必要となっても、住み慣れた地域で安心して暮らし

続けるためには、医療や介護の公的サービス（公助）と、地域の方々による支

え合い活動（共助）が連携し、高齢者を支えていく地域づくりを進める必要が

あります。 

これまで取り組んできた地域包括ケアシステムをさらに深化・推進し、切れ

目ない医療や介護サービスの提供とともに、地域全体での支援体制づくりを目

指し、このたび、「可児市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（第８期）」を

策定しました。 

今後は、本計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしくいきいき

と暮らすことができる環境を整備し、「住みごこち一番・可児」の実現を目指し

てまいりますので、引き続き皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

最後に、計画策定にあたりご尽力を賜りました「可児市高齢者施策等運営協

議会」の委員の皆さまをはじめ、アンケートにご協力いただきました多くの市

民の皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。 

  

 

令和３年３月 

   
  



  



 

目次 

第１章 計画の策定にあたって ............................. 1 

１ 計画策定の背景と趣旨 ............................................................... 1 

２ 計画の位置付け ..................................................................... 3 

３ 計画の期間 ......................................................................... 4 

４ 第８期計画のポイント ............................................................... 4 

第２章 高齢者を取り巻く現状 ............................. 6 

１ 高齢者の状況 ....................................................................... 6 

２ 介護保険サービスの状況 ............................................................ 12 

３ 第７期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（平成 30年度〜令和２年度）の評価 ................ 23 

第３章 計画の基本理念及び基本目標 ...................... 60 

１ 基本理念 .......................................................................... 60 

２ 基本目標 .......................................................................... 61 

３ 施策体系 .......................................................................... 62 

第４章 施策の展開 ...................................... 63 

基本目標Ⅰ．健康で生きがいをもって暮らせるまちづくり〈自助〉 .......................... 63 

基本目標Ⅱ．地域のあらゆる団体が連携して見守り・支え合えるまちづくり〈共助〉 .......... 69 

基本目標Ⅲ．適切なサービスが過不足なく提供され安気に暮らせるまちづくり〈公助〉 ........ 75 

第５章 サービス事業量と保険料 .......................... 85 

１ サービス事業量と保険料の算定方法 .................................................. 85 

２ 要支援・要介護認定者数の推計 ...................................................... 86 

３ 介護（介護予防）サービスの第８期計画期間の推計 .................................... 87 

４ 介護保険の総事業費の見込み ........................................................ 90 

５ 持続可能性を確保するための制度改正 ................................................ 94 

６ 第１号被保険者の保険料 ............................................................ 95 

第６章 計画の推進体制 .................................. 97 

１ 計画の周知 ........................................................................ 97 

２ 関係機関との連携 .................................................................. 97 

３ 計画の進捗状況の確認 .............................................................. 97 

４ 可児市高齢者施策等運営協議会における検証 .......................................... 97  



 

資 料 編 .............................................. 98 

１ 策定の経過 ........................................................................ 99 

２ 可児市高齢者施策等運営協議会委員名簿 ............................................. 100 

３ 高齢者の相談窓口（一覧） ......................................................... 101 

４ 用語集 ........................................................................... 102 

  



 
1 

 

第 章    計画の策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

総務省統計局の推計人口（令和２年９月15日時点）によると、わが国では、

65歳以上の人口は3,617万人を超えており、総人口１億2,586万人の28.7％と過

去最高になっています。高齢者数は令和24年頃まで増加し、その後も、75歳以

上の人口割合については増加し続けることが予想されています。 

また、平均寿命が延びるに伴い、介護が必要な期間が増加しており、健康上

の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）を延伸し

ていくことが求められています。 

高齢化の急速な進行に伴い、地域社会では高齢者をめぐるさまざまな問題が

浮かび上がっています。一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の増加や孤立

化、認知症※高齢者の増加、介護する家族の負担や介護離職の増加、高齢者虐待

などの問題への対応が課題となっています。 

こうした中、国においては、高齢社会対策の推進に当たり基本的考え方を明

確にし、分野別の基本的施策の展開を図るべく、平成30年２月16日に「高齢社

会対策大綱」を閣議決定しました。 

この大綱は、「高齢者を支える」とともに、意欲ある高齢者の能力発揮を可能

にする社会環境を整え、また、高齢者のみならず若年層も含め、全ての世代が

満ち足りた人生を送ることのできる環境を作ることを目的としています。 

この大綱に基づき、国は、令和７年(2025年)を目途に、高齢者の尊厳の保持

と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サー

ビス提供体制（地域包括ケアシステム※）の一層の推進を図ることとしていま

す。 

また、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え

て、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資

源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで住民一人ひとりの暮らしや

生きがい、地域をともに創る社会「地域共生社会※」の実現が求められていま

す。 

このような状況を背景に、国の社会保障審議会介護保険部会では、第８期計

画において重点的に取り組むべき項目として、次の５つをあげています。  
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本計画書の文中において、「※」印がついている用語は、巻末に説明をつけています。（同

じ用語が複数回出てくる場合は、初出のものだけに印をつけています。） 

 

１．介護予防・健康づくりの推進（健康寿命の延伸） 

２．保険者機能の強化（地域の特性に応じたつながりの強化・マネジメント機

能の強化） 

３．地域包括ケアシステムの推進（多様なニーズに対応した介護の提供・整備） 

４．認知症「共生」・「予防」の推進 

５．持続可能な制度の再構築・介護現場の革新 

可児市では、高齢者福祉に関する施策を総合的に推進するため、３年を１期

とする「可児市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」を策定しています。令

和２年度には、可児市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（第７期）の計画

期間（平成30年度～令和２年度）が終了することから、国や岐阜県の動向を踏

まえつつ施策の実施状況や効果を検証した上で、団塊の世代※が75歳になる令

和７年(2025年)を見据え、本格的な超高齢社会に対応できる「地域包括ケアシ

ステム」を深化※、推進します。 

なお、令和２年から新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、介護

サービス※についても影響を受けたことを含めて記載します。 
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２ 計画の位置付け 

「介護保険事業計画」は、介護保険法（平成９年法律第123号）第117条、「高

齢者福祉計画」は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に基づき策

定するものです。本市では、介護保険事業と高齢者福祉事業の円滑な運営を図

るために、「介護保険事業計画」と「高齢者福祉計画」を一体的に策定します。 

本計画は、高齢者に関わるさまざまな計画との整合性を持ったものとします。 

「地域共生社会」の実現に向けて、「第３期可児市地域福祉計画」の理念をベ

ースとして、「第６期可児市障がい者計画」「可児市健康づくり計画-第３次可児

市健康増進計画・第３次可児市食育推進計画-」等とも連携を図り、高齢者の地

域生活を支援します。 
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高齢者安心計画 

 

岐阜県保健医療 

計画（第７期） 

整合 

岐阜県 
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３ 計画の期間 

「介護保険事業計画」を、介護保険法の規定により３年を一期として定める

必要があることから、この計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３

年間とします。 
 

平成 
30年度 

（2018） 

令和 
元年度 

（2019） 

令和 
２年度 

（2020） 

令和 
３年度 

（2021） 

令和 
４年度 

（2022） 

令和 
５年度 

（2023） 

令和 
６年度 

（2024） 

令和 
７年度 

（2025） 

令和 
８年度 

（2026） 

         

 

 

４ 第８期計画のポイント 

国の示す第８期介護保険事業計画の基本指針においては、社会保障審議会介

護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえて、以下につい

て記載を充実することが示されています。 

 

（１）2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

令和７年(2025年)は団塊の世代と呼ばれる方たちが75歳以上、令和22年

(2040年)には団塊ジュニア世代が65歳以上となり、支援を必要とする人が

さらに増加することが見込まれており、そうしたことを踏まえた整備が必

要となってきます。 

 

（２）地域共生社会の実現 

誰もが住み慣れた地域で、世代や分野を超えてつながり、暮らしや生き

がいをともに充実させながら、安心して暮らせる社会を目指していくこと

が重要です。 

  

 
第８期計画 

R3～R5 
第９期計画 

R6～R8 

第７期計画 

H30～R2 

＜2025年までの中長期的な見通し＞ 
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（３）介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業※等の効

果的な実施） 

超高齢化社会を迎え、健康寿命の延伸を図ることが求められており、そ

のために、健康づくりと介護予防の取り組みを一体となって実施していく

ことが求められています。 

 

（４）有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・

市町村間の情報連携の強化 

介護需要の受け皿的役割を担っている有料老人ホームやサービス付き高

齢者住宅は、「自宅」と「介護施設」の中間に位置付けられることが増えて

おり、県と市が情報連携の強化を図っていくことが必要です。 

 

（５）認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

認知症の方のさらなる増加が見込まれることから、令和元年６月に国が

とりまとめた認知症施策推進大綱に沿った取り組みを進めることが求めら

れます。 

 

（６）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取

り組みの強化 

地域包括ケアシステムを推進していくために、質の高い人材を安定的に

確保していくことが重要です。 

 

（７）災害や感染症対策に係る体制整備 

近年の豪雨災害や新型コロナウイルス感染症の流行などを踏まえ、そう

した状況下における応援体制などを整えていくことが求められています。 
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第 章    高齢者を取り巻く現状 

 

 

１ 高齢者の状況 

（１）人口の動態 

本市の令和２年の総人口は101,707人、そのうち65歳以上の人口は28,234人、

高齢化率は27.8％となっています。今後の総人口の推計値をみると、高齢化率

は令和７年に28.9％、令和22年には33.0％となることが見込まれています。ま

た、令和７年には団塊の世代は75歳以上の後期高齢者となっており、令和22年

には団塊ジュニア世代は65歳以上の高齢者となっています。 

                

人口の動態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：令和２年までは住民基本台帳、令和７、22年は平成 28～令和２年の推移を基に 

コーホート変化率法※で算出（各年 10月 1日現在） 

令和7年

3,486

3,885

4,845

4,982

5,159

5,211

4,894

5,381

6,308

7,102

8,101

6,640

5,832

5,590

6,497

7,504

5,031

4,596

0 5,000 10,000

０～４歳

５～９歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳以上

（人）

令和22年

2,810

3,105

3,443

3,855

4,191

4,978

4,934

5,150

5,335

5,091

5,574

6,427

7,083

7,752

6,084

4,948

4,258

7,538

0 5,000 10,000

０～４歳

５～９歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳以上

（人）

令和2年

3,771

4,671

4,822

5,130

5,278

4,920

5,306

6,212

7,022

8,031

6,646

5,885

5,779

6,806

8,162

5,825

3,804

3,637

0 5,000 10,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

（人）

団塊世代 団塊ジュニア世代
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（２）年齢区分別人口の推計 

本市の総人口は令和２年をピークに減少していくことが見込まれます。その

一方で、75歳以上の後期高齢者は増加し続けることが見込まれます。また、令

和４年以降、後期高齢者数が65～74歳の前期高齢者数を上回り、医療や介護の

リスクを抱えやすい後期高齢者の増加等に伴う課題がさらに顕在化すること

を見据える必要があります。 

 

年齢区分別人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期高齢者・後期高齢者割合の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年までは住民基本台帳、令和３年以降は平成 28～令和２年の推移を基 

にコーホート変化率法で算出（各年 10月１日現在）  

55.3 53.8 53.0 52.4 49.8 46.4 43.4 41.4 39.9 38.6 45.2

44.7 46.2 47.0 47.6 50.2 53.6 56.6 58.6 60.1 61.4 54.8

0.0
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２年
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３年
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６年

令和

７年

令和

８年

令和

９年

令和

22年

(％)

65～74歳 75歳以上

13,678 13,597 13,264 13,023 12,841 12,599 12,385 12,216 11,899 11,627 9,358

60,832 60,935 60,209 60,083 59,978 59,945 59,799 59,610 59,612 59,508
52,618

15,112 14,979 14,968 14,968 14,322 13,415 12,618 12,087 11,664 11,318
13,836

12,208 12,850 13,266 13,597 14,447 15,500 16,470 17,131 17,588 17,979
16,744

101,830 102,361 101,707 101,671 101,588 101,459 101,272 101,044 100,763 100,432
92,556

26.8 27.2 27.8 28.1 28.3 28.5 28.7 28.9 29.0 29.2

33.0
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0

50,000
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元年
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２年
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３年
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７年
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８年
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９年
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22年

（％）(人)

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上 高齢化率０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上
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（３）日常生活圏域※別の人口推計 

本市の日常生活圏域は、14の自治連合会の地域を基本として、「広見東・広

見・中恵土」、「平牧・久々利・桜ケ丘ハイツ」、「春里・姫治」、「帷子」、「土田」、

「今渡・川合・下恵土・兼山」の６つに分けて設定しており、この圏域ごとに

１箇所ずつ地域包括支援センター※を設置しています。その圏域別に、直近５

年間の人口推移をもとに令和22年までの人口推計を算出すると、広見・広見東・

中恵土圏域、今渡・川合・下恵土・兼山圏域では大きな変化はない一方、それ

以外の圏域では令和22年にはかなりの人口減少が見込まれています。 

また、医療・介護の必要性が高まる75歳以上の人口は、いずれの圏域もしば

らく増加していくことが見込まれていますが、特に平牧・久々利・桜ケ丘ハイ

ツ圏域では、令和２年に比べ令和９年には、1.5倍近くになると予測されます。 

 

広見・広見東・中恵土 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平牧・久々利・桜ケ丘ハイツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,111 2,124 2,155 2,165 2,207 2,210 2,243 2,269 2,222

8,517 8,628 8,725 8,828 8,903 9,005 9,089 9,182 9,795

1,659 1,652 1,612 1,526 1,451 1,453 1,462 1,445
1,8641,752 1,781 1,840 1,952 2,052 2,082 2,094 2,131
2,07214,039 14,185 14,332 14,471 14,613 14,750 14,888

15,953

0

5,000

10,000
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３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

９年

令和

22年

(人)
15,027

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

2,232 2,125 2,051 1,956 1,863 1,790 1,696 1,606 913

11,101 10,874 10,650 10,460 10,261 10,051 9,867 9,698

6,524

3,999 4,011 3,828 3,576 3,311 3,088 2,899 2,721

2,560

2,985 3,074 3,308 3,590 3,880 4,108 4,283 4,422

3,913

20,317 20,084 19,837 19,582 19,315 19,037 18,745 18,447

13,910

0
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９年

令和

22年

(人)

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上
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春里・姫治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帷子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,355 1,270 1,195 1,121 1,061 1,017 978 937 640

6,681 6,703 6,687 6,672 6,647 6,574 6,526 6,462

4,804

1,439 1,400 1,363 1,309 1,235 1,193 1,151 1,125

1,724

1,237 1,289 1,370 1,455 1,548 1,632 1,685 1,735

1,833

10,712 10,662 10,615 10,557 10,491 10,416 10,340 10,259

9,001

0

4,000

8,000

12,000

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

９年

令和

22年

(人)

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

2,164 2,154 2,164 2,178 2,164 2,171 2,141 2,097 1,452

10,341 10,171 10,021 9,887 9,743 9,632 9,555 9,467
7,842

4,052 4,042 3,793 3,500 3,222 2,984 2,803 2,679

2,643

3,601 3,677 3,949 4,223 4,509 4,681 4,782 4,846

3,967

20,158 20,044 19,927 19,788 19,638 19,468 19,281 19,089

15,904

0
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７年

令和

８年

令和

９年

令和

22年

(人)

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

1,328 1,310 1,299 1,290 1,293 1,284 1,248 1,249 907

5,886 6,000 6,106 6,209 6,275 6,350 6,457 6,532
5,680

855 836 785 716 702 691 681 686

1,241

886 908 956 1,026 1,054 1,079 1,095 1,100
1,037

8,955 9,054 9,146 9,241 9,324 9,404 9,481 9,567
8,865

0
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８年

令和

９年
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今渡・川合・下恵土・兼山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推計は各圏域ごとの特徴を把握するため、各圏域ごとに直近５年間の人口増減の変化率を基に行っており、各圏 

域の推計結果の合計と総人口の推計結果とは合致しない。 

 

資料：令和２年は住民基本台帳、令和３年以降は平成 28～令和２年の推移を基にコーホート変化率法で算出 

（各年 10月１日現在） 

 

  

4,333 4,389 4,416 4,430 4,439 4,498 4,464 4,457 3,893

18,429 18,717 19,073 19,449 19,821 20,124 20,519 20,893 19,773

2,954 3,006 2,915 2,775 2,685 2,684 2,683 2,689 3,901
2,801 2,857 3,019 3,225 3,396 3,495 3,589 3,675 4,039

28,517 28,969 29,423 29,879 30,341 30,801 31,255 31,714 31,606
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令和

５年
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７年

令和

８年

令和

９年

令和

22年

(人)

０～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上
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（４）日常生活圏域別の高齢化率の推計 

日常生活圏域別に、令和10年までの高齢化率の推計値をみると、特に平牧・

久々利・桜ケ丘ハイツ圏域、春里・姫治圏域で上昇することが見込まれており、

平牧・久々利・桜ケ丘ハイツ圏域では令和２年から令和10年にかけて、高齢化

率が4.9ポイント上昇することが推計されています。 

 

日常生活圏域別の高齢化率の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年は住民基本台帳（10月１日現在）、令和３年以降は平成 28～令和２ 

年の推移を基にコーホート変化率法で算出 

  

 

 

 

  

３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年

市全体 広見東・広見・中恵土

平牧・久々利・桜ケ丘ハイツ圏域 春里・姫治圏域

帷子圏域 土田圏域

今渡・川合・下恵土・兼山圏域

27.8%

33.0%

24.7%
24.7%

34.4%

46.5%

25.0%

39.5%38.1%
41.6%

19.7%

25.7%

20.6%

25.1%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

９年

令和

10年

令和

22年
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２ 介護保険サービスの状況 

（１）要支援・要介護認定者について 

65歳以上の要支援・要介護認定者数は、令和２年３月末時点で4,357人となっ

ており、平成30年３月末（第６期計画期間終了時）から451人増加しています。

平成28年度から介護予防・日常生活支援総合事業※が開始したことにより、早

い段階で支援が必要な人を把握することができるようになったことから、近年

では、要支援１から要介護１の軽度認定者が特に増加しています。 
 

要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告年報 
 

 

  

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

359

323

348

312

345

418

522

631

466

530

585

629

626

687

683

711

618

672

740

802

900

892
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1,025

477

570

583

631

589

632

663

662

374

374

405

442

467

430

411

438

409

441

481

444

483

511

501

507

292

274

301

325

310

336

401

383

2,995

3,184

3,443

3,585

3,720

3,906

4,118

4,357

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

0 1000 2000 3000 4000 5000

（人）
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（２）要支援・要介護認定率の比較 

本市の認定率（65歳以上人口に占める要支援・要介護認定者の割合）は、全

国平均や県平均と比較して低く推移しているものの、年々近づいてきています。

また、地域包括ケア「見える化」システム※において提供されている、第１号被

保険者の性別や年齢構成の影響を除外した「調整済み認定率※」では、すでに全

国平均とほぼ同じ値を示しています。 

 

要支援・要介護認定率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告年報 
 
 
 

要介護認定率                 調整済み認定率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化システム」（令和元年度） 

  

可児市 岐阜県 全国

13.5 13.5 
13.9 14.0 14.1 14.4 
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（３）年齢別の要支援・要介護認定率 

65～74歳と75歳以上の年齢別に認定率をみると、令和２年３月末現在で65～

74歳は3.6％、75歳以上は29.1％となっています。本市では、令和２年３月末の

65～74歳までの認定率は県平均と比較して高くなっています。75歳以上では、

県平均と同程度で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告年報 

  

可児市 岐阜県 全国
可児市 岐阜県 全国

65～74歳の認定率の推移（全国、県比較） 75歳以上の認定率の推移（全国、県比較） 

資料：●●●（各年●月●日現在）
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（４）日常生活圏域の資源の状況 

日常生活圏域ごとに介護サービス事業所の状況をみると、サービスを提供す

る施設数に差があり、居宅サービス及び地域密着型サービスは、今渡・川合・

下恵土・兼山圏域に比較的集中し、施設サービスは広見東・広見・中恵土圏域

に比較的集中しています。 

今後、地域密着型サービスを整備していく際には、圏域ごとの配置について

も考慮していく必要があります。特に、高齢化率が高くなることが見込まれる

帷子圏域や平牧・久々利・桜ケ丘ハイツ圏域では、地域に密着した事業所の設

置が望まれます。ただし、例えば桜ケ丘ハイツ内においては、桜ケ丘地区の高

齢化率は市の平均を16％も上回っている一方で、桂ケ丘地区は平均を10％程下

回っているなど、同一圏域内でも高齢化の状況はさまざまであることに注意す

る必要があります。 

一方、地域におけるインフォーマルサービス※は、全ての圏域でサロン※があ

り、帷子圏域、平牧・久々利・桜ケ丘ハイツ圏域、広見東・広見・中恵土圏域

では生活支援等も行われており、今後、一層の充実を図るとともに、他の圏域

における取り組みを支援していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

可児市北部地域包括支援センター（委託） 

可児市地域包括支援センター（直営） 

可児市土田地域包括支援センター（委託） 

可児市東部地域包括支援センター（委託） 
可児市南部地域包括支援センター（委託） 

可児市帷子地域包括支援センター（委託） 
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各圏域のサービス提供事業所等の状況【令和２年 10月１日現在 （開設予定含む）】 

圏域 
[高齢化率] 

居宅サービス 
地域密着型 
サービス 

施設サービス 総合事業 

有料老人ホーム 
または 

サービス付き 
高齢者住宅 

インフォーマル 
サービス等 

今渡・川合・ 

下恵土・兼山 
[20.56％] 

（今渡 19.19%） 
（川合 15.94%） 
（下恵土 22.48%） 
（兼山 37.90%） 

 
北部地域包括 
支援センター 

訪問介護：9 

訪問看護：3 

訪問リハ：１ 

通所介護：6 

通所リハ：2 

ショートステイ：2 

居宅介護支援：5 

小規模多機能型
居宅介護：１ 

認知症対応型共
同生活介護：3
（54人） 

地域密着型通所
介護：6 

看護小規模多機
能型居宅介護：1 

定期巡回・随時対
応型訪問介護看
護：1 

地域密着型介護
老人福祉施設：2
（58人） 

特定施設：１（42
人） 

介護老人福祉施
設：１（80人） 

通所介護相当サー
ビス：10 

通所型サービス A：
4 

訪問介護相当サー
ビス：9 

訪問型サービス A：
2 

サービス付き高齢
者住宅： 
3（115人） 

有料老人ホーム：2
（46人） 

サロン 

（今渡３、川合１、
下恵土６、兼山 9） 

帷子 
[38.13%] 

 
帷子地域包括 
支援センター 

訪問介護：3 

通所介護：2 

通所リハ：1 

居宅介護支援：3 

認知症対応型共
同生活介護：１
（27人） 

地域密着型通所
介護：3 

- 

通所介護相当サー
ビス：5 

通所型サービス A：
1 

訪問介護相当サー
ビス：3 

訪問型サービス A：
1 

有料老人ホーム：
1（9人） 

サロン（帷子 25） 

生活支援（若葉台
１、長坂１、愛岐ケ
丘１、光陽台１） 

移動支援（若葉台
１、帷子１） 

安否確認（若葉台
１、愛岐ケ丘１） 

土田 
[19.68%] 

 
土田地域包括 
支援センター 

訪問介護：2 

訪問看護：１ 

訪問リハ：2 

通所介護：3 

通所リハ：１ 

ショートステイ：2 

短期入所療養介
護：１ 

居宅介護支援：5 

認知症対応型共
同生活介護：1
（18人） 

地域密着型通所
介護：1 

介護老人保健施
設：1（100人） 

通所介護相当サー
ビス：3 

訪問介護相当サー
ビス：2 

有料老人ホーム：
1（65人） 

サロン 

（土田 ５） 

春里・姫治 
[25.03％] 

（春里 28.65%） 
（姫治 19.35%） 

 
南部地域包括 
支援センター 

通所介護：2 

ショートステイ：2 

居宅介護支援：3 

小規模多機能型
居宅介護：１ 

認知症対応型共
同生活介護：1
（18人） 

地域密着型介護
老人福祉施設：１
（29人） 

介護老人福祉施
設：１（80人） 

通所介護相当サー
ビス：2 

通所型サービス A：
1 

- 
サロン 

（春里 7、姫治 3） 

平牧・久々利・ 

桜ケ丘ハイツ 
[34.38％] 

（平牧 32.87%） 
（久々利 35.45%） 

（桜ケ丘ハイツ 35.88%） 
 

東部地域包括 
支援センター 

訪問介護：3 

通所介護：1 

ショートステイ：1 

居宅介護支援：1 

認知症対応型共
同生活介護：１
（18人） 

地域密着型通所
介護：2 

介護老人保健施
設：1（80人） 

通所介護相当サー
ビス：3 

通所型サービス A：
1 

訪問介護相当サー
ビス：3 

訪問型サービス A：
2 

- 

サロン（平牧 14、
桜ケ丘６、久々利
２） 

生活支援 （平牧
２、桜ケ丘１、久々
利１） 

移動支援（桜ケ丘
1） 

 

広見東・広見・ 

中恵土 
[24.66％] 

（広見東 27.85%） 
（広見 25.24%） 
（中恵土 21.22%） 

 
 

可児市地域包括 
支援センター 

訪問介護：3 

訪問看護：4 

通所介護：10 

通所リハ：２ 

ショートステイ：1 

短期入所療養介
護：１ 

居宅介護支援：7 

認知症対応型共
同生活介護：3
（36人） 

地域密着型通所
介護：1 

介護老人福祉施
設：２（190人） 

介護老人保健施
設：1（136人） 

介護医療院：１
（50人） 

通所介護相当サー
ビス：8 

通所型サービス A：
3 

訪問介護相当サー
ビス：3 

訪問型サービス A：
2 

有料老人ホーム：
4（70人） 

サロン（広見東１、
広見６、中恵土
１、） 

生活支援（広見１） 

同行支援（広眺ケ
丘 1） 
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（５）主な介護サービスの整備状況 

①施設サービス（要支援・要介護認定者一人当たりの定員） 

介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）

と地域密着型介護老人福祉施設を合わせた施設サービスの要支援・要介護認定

者一人当たりの定員は、可児市は0.195となっており、全国平均0.156、岐阜県

平均0.178と比較すると、一定程度は整備できていると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化システム」 

 

②通所系サービス（要支援・要介護認定者一人当たりの定員） 

通所系サービス（看護小規模多機能型居宅介護・小規模多機能型居宅介護・

認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・通所

介護）の要支援・要介護認定者一人当たりの定員は、可児市は0.223となってお

り、全国平均0.208、岐阜県平均0.237と比較すると、岐阜県平均を下回ってい

るものの、全国平均を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化システム」 

  

0.085 0.097 0.078

0.057
0.065 0.091

0.006
0.004 0.0060.008

0.012
0.020

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

全国 岐阜県 可児市

要介護認定者一人あたり施設定員

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

0.116
0.149 0.141

0.036

0.033 0.0450.043

0.043 0.0330.006

0.0060.007

0.006
0.004

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

全国 岐阜県 可児市

要介護認定者一人あたり通所型サービス利用定員

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

地域密着型通所介護

通所介護
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③居住系サービス（要支援・要介護認定者一人当たりの定員） 

居住系サービス（地域密着型特定施設生活介護・認知症対応型共同生活介護・

特定施設生活介護）の要支援・要介護認定者一人当たりの定員は、可児市は

0.049となっており、全国平均0.076、岐阜県平均0.058と比較すると、かなり下

回っています。可児市では、不足する分を住宅型有料老人ホームやサービス付

き高齢者向け住宅が受け皿となっていると推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化システム」 

  

0.043

0.014 0.010

0.032

0.043
0.039

0.001

0.001

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

全国 岐阜県 可児市

要介護認定者一人あたり居住型サービス利用定員

地域密着型特定施設入居者生

活介護

認知症対応型共同生活介護

特定施設入居者生活介護
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（６）給付費の推移 

① 介護保険サービス給付費の推移 

本市の介護保険サービス給付費の推移をみると、居宅サービス、地域密着型

サービス、施設サービスはいずれも増加傾向にあります。 

総給付費に占める各サービスの割合は、特に地域密着型の割合が増加してい

ます。 

 

サービス給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総給付費に占める各給付費の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告年報（令和２年度は見込み値）  

2,765,679 2,610,641 2,709,818 2,765,220 2,851,970 2,865,351

669,568 871,360 888,617 1,102,361 1,220,139 1,250,087

1,728,195 1,772,472 1,852,941
1,877,466

1,915,293 1,925,199
5,163,442 5,254,473 5,451,376

5,745,046
5,987,402 6,040,637

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(千円)

居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス

53.6 49.7 49.7 48.1 47.6 47.4 

13.0 16.6 16.3 19.2 20.4 20.7 

33.5 33.7 34.0 32.7 32.0 31.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

(％)

居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
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② サービス別の利用状況 

居宅サービスの介護給付・予防給付費は「通所介護」が最も多く、他に「訪

問介護」「短期入所生活介護」の給付費も高くなっています。 

 

居宅サービスの介護給付・予防給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告年報（令和２年度は見込み値） 

  

平成30年度

令和元年度

令和２年度

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（介護老人
保健施設）

短期入所療養介護（介護療養
型医療施設等）

福祉用具貸与

福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

介護予防支援・居宅介護支援

447,096

17,862

109,148

34,372

63,399

769,382

240,909

428,601

22,999

265

160,969

5,616

31,766

127,065

305,771

461,708 

21,337 

110,336 

24,838 

69,247 

817,559 

260,475 

394,166 

21,759 

74 

171,794 

5,956 

31,399 

133,715 

327,606 

521,336 

26,842 

122,101 

19,829 

71,659 

830,147 

233,619 

422,903 

28,508 

0 

184,417 

6,656 

34,959 

145,853 

340,039 

0 250,000 500,000 750,000 1,000,000
（千円）
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地域密着型サービスの介護給付・予防給付費では、「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護」事業所が令和元年度に開設し、同年度から給付費が発生していま

す。 

 

地域密着型サービスの介護給付・予防給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告年報（令和２年度は見込み値） 

 

 

施設サービスの介護給付・予防給付費では、「介護老人福祉施設」が最も多く

なっていますが、平成30年度に「地域密着型介護老人福祉施設」が２箇所開設

したことにより増加が抑えられていると思われます。 

 

施設サービスの介護給付・予防給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告年報（令和２年度は見込み値） 

  

平成30年度

令和元年度

令和２年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

1,057,582

752,375

67,508

1,063,452 

795,567 

56,274 

1,052,624 

804,118 

65,616 

0 400,000 800,000 1,200,000
（千円）

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

地域密着型通所介護

看護小規模多機能型

居宅介護

‐

102,506

308

455,115

249,450

263,814

31,168

5,707 

105,063 

1,812 

484,951 

294,803 

277,735 

50,068 

13,617 

104,247 

0 

527,774 

314,538 

241,175 

57,061 

0 250,000 500,000 750,000 1,000,000
（千円）
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（７）サービス受給率の状況 

要支援・要介護認定者のうち介護（介護予防）サービス利用者の割合は、全

国平均、岐阜県平均を下回って推移し、令和元年度で81.4％となっています。 

サービス種類別で比較すると、居宅サービスは減少傾向で推移しています。

地域密着型サービスは平成30年度に上昇し、全国平均、岐阜県平均を上回って

います。施設サービスは令和元年度で全国平均、岐阜県平均を下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告年報  

介護サービス受給率 居宅サービス受給率 

地域密着型サービス受給率 施設サービス受給率 

可児市 岐阜県 全 国 可児市 岐阜県 全 国

可児市 岐阜県 全 国 可児市 岐阜県 全 国

資料：●●●（各年●月●日現在）

84.3 
82.4 82.7 

81.4 

91.8 
89.6 90.6 90.9 

88.8 84.9 84.4 85.2 

70.0

80.0

90.0

100.0

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（％）

資料：●●●（各年●月●日現在）

56.5 
54.8 54.3 53.9 

61.6 
59.9 

60.9 61.4 

61.5 
57.3 57.0 

57.8 

50.0

60.0

70.0

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（％）

資料：●●●（各年●月●日現在）

12.4 12.4 

14.4 
14.2 

13.3 13.3 13.5 13.5 

12.7 

13.1 

13.1 13.2 

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（％）

資料：●●●（各年●月●日現在）

15.4 15.2 
14.7 

13.4 

17.0 
16.4 16.5 

16.0 

14.6 14.5 14.3 

14.3 

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（％）
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３ 第７期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 
（平成 30年度〜令和２年度）の評価 

（１）介護サービス・介護予防サービス※給付費の計画値と実績値の比較 

 

単位：千円 

 
介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

計画値 5,862,773 6,218,200 6,548,638 112,143 120,664 126,019 

実績値 5,634,640 5,868,013 6,040,636 110,406 119,388 131,842 

割合 
(実績値/計画値) 

96.1％ 94.4％ 92.2％ 98.5％ 98.9％ 104.6％ 

   ※令和２年度の実績値は見込みです。 

      ※令和元年度及び令和２年度は、新型コロナウイルスの影響を受け、実績値が抑えられていることが考

えられます。 

 

 

① 居宅サービスの見込と実績の比較（令和２年度の実績値は見込み） 

居宅サービスは、訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービスの

３つについて、計画値と実績値を比較し、割合（計画値に占める実績値の割合）

を算出しました。 

通所系サービスについては、ほぼ計画値に近い実績値となっていますが、訪

問系と短期入所系については、計画値を下回る結果となりました。提供体制な

どに起因するものと思われます。 

 

 

 

 

  

介護：訪問系サービスの給付費 介護予防：訪問系サービスの給付費 

計画値 実績値 割合（実績値/計画値） 計画値 実績値 割合（実績値/計画値）

資料：●●●（各年●月●日現在） 713,430
768,099

827,263
658,265 675,411

748,128

92.3 
87.9 90.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（％）(千円)

資料：●●●（各年●月●日現在） 15,320
16,820

17,546
13,612

12,056
13,639

88.9 

71.7 
77.7 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（％）(千円)
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介護：通所系サービスの給付費 介護予防：通所系サービスの給付費 

計画値 実績値 割合（実績値/計画値） 計画値 実績値 割合（実績値/計画値）

介護：短期入所系サービスの給付費 介護予防：短期入所系サービスの給付費 

計画値 実績値 割合（実績値/計画値） 計画値 実績値 割合（実績値/計画値）

資料：●●●（各年●月●日現在）

1,084,657
1,139,329

1,200,282

981,497
1,040,048 1,024,445

90.5 91.3 
85.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

500,000

1,000,000

1,500,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（％）(千円)

資料：●●●（各年●月●日現在）

30,491

37,433
40,242

28,794

37,986

39,322

94.4 
101.5 97.7 

0.0

40.0

80.0

120.0

0

20,000

40,000

60,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（％）(千円)

資料：●●●（各年●月●日現在） 493,405 504,664 513,420

447,181
410,874

449,249

90.6 

81.4 
87.5 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

200,000

400,000

600,000

800,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（％）(千円)

資料：●●●（各年●月●日現在）
8,119

8,810

9,236

6,394

5,124

2,163

78.8 

58.2 

23.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

5,000

10,000

15,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（％）(千円)
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② 地域密着型サービスの見込と実績の比較（令和２年度の実績値は見込み） 

地域密着型サービスについて、計画値と実績値を比較しました。 

令和２年度の介護給付費が見込み値を下回っているのは、地域密着型介護老

人福祉施設の整備が計画どおりにいかなかったことによるものと推測されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 施設サービスの見込と実績の比較（令和２年度の実績値は見込み） 

施設サービスについて、計画値と実績値を比較しました。 

計画値に対して若干実績値が下回っています。全国的にも施設サービス受給

率は減少傾向にありますが、可児市では平成30年度に地域密着型介護老人福祉

施設が２箇所開設し、利用者が流れたことも原因のひとつとなっていると思わ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護：地域密着型サービスの給付費 介護予防：地域密着型サービスの給付費 

計画値 実績値 割合（実績値/計画値） 計画値 実績値 割合（実績値/計画値）

介護：施設サービスの給付費 

計画値 実績値 割合（実績値/計画値）

資料：●●●（各年●月●日現在）
1,040,755

1,203,882

1,340,047

1,095,607 1,212,676

1,250,087

105.3 
100.7 

93.3 

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

0

500,000

1,000,000

1,500,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（％）(千円)

資料：●●●（各年●月●日現在） 6,048
6,744 6,7446,754

7,463

8,325

111.7 110.7 

123.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度

（％）(千円)

資料：●●●（各年●月●日現在） 1,936,581 1,980,083 2,023,476
1,877,466 1,915,293 1,925,199
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（２）第７期高齢者福祉計画における主な取り組み状況と課題 

平成30年３月策定の「第７期可児市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」

の基本目標ごとに、令和２年５月末時点での取り組み状況を確認しました。 

 

基本目標Ⅰ 健康で生きがいをもって暮らせるまちづくり〈自助〉 

１ 健康づくり 

◆健(検)診は４～１月までほぼ年間を通して実施し、受診しやすい体制を整

えました。また、広報やホームページに健(検)診内容や申込方法について

掲載したり、健康フェアかにや市内４箇所の地区センターまつりにて健

(検)診の啓発を行うなどしました。 

◆歯周病検診は４～２月までほぼ年間を通して実施し、受診しやすい体制を

整えました。また、広報「いきいき健康コラム」にて、災害時の口内ケア

についての記事掲載、検診の受診勧奨を行いました。 

◆健康相談や健康教育などの事業を通じて、生活習慣病予防に関する知識の

普及・啓発を行いました。 

◆岐阜医療科学大学が市民向けに開放している「なないろルーム」担当教授

と講座開設に向けて協議、地域住民へのＰＲを実施しました。 

 

【課題】 
 

◇日常生活を営むために必要な身体機能の維持・向上を図るための取り組み

を推進するとともに、地域の中で健康づくりが行われるよう、関係団体等

と連携し、市民の主体的な取り組みを支援する必要があります。 

◇後期高齢者医療保険のぎふ・さわやか口腔健診及び歯周病検診（健康増進

課）の検査結果により、ハイリスク者をターゲットとする「おいしく歯歯

歯教室※」を今後も推し進めていきます。 

◇岐阜医療科学大学による「なないろルーム公開講座」の開催等を支援し、

教職員、学生とも連携した事業を開催できるような体制を構築する必要が

あります。 

◇新型コロナウイルス感染症防止のため、講座等が開催できませんでした。

新しい生活様式を踏まえた講座等の開催方法を検討する必要があります。 
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２ 生きがいづくり 

◆健康と生きがいづくりに資するよう、健友連合会の主催するグラウンドゴ

ルフ等の高齢者スポーツの支援を行いました。 

◆毎月第３火曜日に健友連合会主催の「サロン可児川」を開催し、通いの場※

の提供を支援しました。 

 

【課題】 
 

◇生涯スポーツ・地域づくり型生涯学習を推進し、高齢者の健康維持・多様

な生きがいづくりにつながるような事業を実施していく必要があります。 

◇高齢者の活動は、老人クラブ、高齢者大学※、地区センター活動、ＮＰＯ活

動、ボランティア活動など非常に多様な選択肢があることや価値観が多様

化しており、役員をお願いできないことが課題です。 

◇女性に比べ男性の参加が少ないため、男性の参加率を増やすための工夫が

必要です。 

◇新型コロナウイルス感染症防止のため、「サロン可児川」が開催できません

でした。新しい生活様式を踏まえたサロンの開催方法を検討する必要があ

ります。 

 

 

３ 社会参加と就労 

◆「地域支え合い・介護基礎講座」を岐阜医療科学大学や福祉センターで開

催し、平成 30・令和元年度で延べ 173人が受講されました。 

◆「可児あんしんづくりサポート委員会」を開催し、市民に向けた支え合い

活動の啓発について話し合いを行いました。 

◆地域福祉懇話会の中で、地域の要望に応じ市内で行われている支え合い活

動の紹介をしました。 

◆老人福祉センターで「まちかど運動教室」を実施し、介護予防事業も行う

ことで集客を図りました。 
 

【課題】 
 

◇平成 30年度に「地域支え合い活動※」の紹介冊子を新たに作成しました

が、「活動のスタッフ」あるいは「活動の利用者」が増えているか、成果を

測れていないため、実態を把握する必要があります。 
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４ 一般介護予防事業の推進 

◆地域リハビリテーション活動支援事業を実施し、歯科衛生士や栄養士、理

学療法士を地域サロン等に派遣し教室を開催するなど、介護予防の啓発に

努めました。 

◆まちかど運動教室の普及啓発を行い、現在 27箇所まで増えました。 

◆認知症予防を目的とした脳の健康教室を市内３会場で実施しました。 

 

【課題】 
 

◇高齢者が通いやすく、気軽に参加でき、楽しく行える「まちかど運動教

室」は、今後、まだ開催できていない地域に重点的に働きかけ、14自治連

合会全てで開催できるよう取り組む必要があります。 

◇新型コロナウイルス感染症予防の新しい生活様式に沿った「まちかど運動

教室」の運営と運動の普及方法を検討する必要があります。 

◇リハビリテーション専門職を地域に派遣する事業と令和５年度に実施予定

の「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る事業」における専

門職の派遣事業のすみ分けを検討していく必要があります。 
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基本目標Ⅱ 地域のあらゆる団体が連携して見守り・支え合えるまちづくり

〈共助〉 

 

１ 地域内の見守り活動の推進 

◆地域福祉協力者※は 402人、地域見守り協力事業※所については、195事業

所・団体が登録しています。 

◆高齢者孤立防止事業として 80歳以上の方を民生委員と市の職員で訪問し、

困りごと等を確認しました。 

◆緊急通報システム※や安否確認・配食サービスについて、地域の見守り団体

と情報共有し高齢者の見守りを重層化できるよう、事業利用者に情報提供

の同意の有無を確認しています。 

 

【課題】 
 

◇一層、見守りを重層化していく必要があります。 

 

 

２ 地域支え合い活動の推進 

◆赤い羽根まちづくり支援事業において、サロン運営への助成を行いまし

た。また、サロンを新たに立ち上げたい場合には、他のサロンを紹介する

など、スムーズな立ち上げを支援しました。 

◆地域支え愛ポイント制度※により、地域の活動への参加促進と参加する市民

の生きがいづくりを応援しています。登録ボランティア数は 2,300人を超

え、登録団体は 200団体となりました。ボランティアポイント交換額も

3,983,000円と順調に地域のボランティアが活性化しています。 

 

【課題】 
 

◇各地域の課題解決のために、地域独自の手法で自立した活動を行えるよう

支援を続ける必要があります。 

◇新型コロナウイルス感染症予防に対応したサロン活動を構築する必要があ

ります。 
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３ 地域の生活支援体制整備 

◆生活支援コーディネーター※を平成 29年度より東部（平牧・久々利・桜ケ

丘ハイツ圏域）に１人配置し、平成 31年４月より活動範囲を第一層（市全

体）に変更しました。令和２年度には第二層（自治連合会の地区単位）へ

可児市社会福祉協議会に委託した生活支援コーディネーターを配置し、新

たなサロンの立ち上げ支援やニーズの把握など、地域課題に取り組みまし

た。 

 

【課題】 
 

◇地域福祉懇話会（第二層協議体※）において、地域課題の掘り起こしを行っ

ているが、14自治連合会単位の温度差が感じられます。（高齢化の進んでい

ない地域において、高齢者の生活状況に関心が薄い）気運が低い地域への

啓発を強化する必要があります。 

◇新型コロナウイルス感染症防止のため、協議体の会議が開催できませんで

した。新しい生活様式を踏まえた会議運営を検討する必要があります。 

 

 

４ 在宅医療・介護連携の推進 

◆専門職の連携体制を構築するため、「在宅医療・介護連携プロジェクトチー

ム（かけそばネット）※」を開催しました。 

◆専門職同士の顔のみえる関係づくりのため、７月と 11月に交流会を開催。

約 200人が参加しました（令和元年度）。 

◆市民向け講演会を開催し、約 200人が参加しました（令和元年度）。 

 

【課題】 
 

◇アンケート調査では、介護支援専門員※は医療側への連携要請がしにくいと

答えており、両者の関係づくりを強化していく必要があります。 

◇在宅医療・介護に関する相談窓口については、市民からの相談窓口として

地域包括支援センターを位置付けたが、専門職が相談できる仕組みが未整

備となっています。 

◇新型コロナウイルス感染症防止のため、市民向け講演会が開催できません

でした。新しい生活様式を踏まえ、会場の入場者制限やＩＣＴを活用した

講演会の開催等を検討する必要があります。 
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５ 地域ケア会議※の推進 

◆地域ケア個別会議を地域包括支援センターごとに、２カ月に１回ずつ開催

し、介護支援専門員の抱える事例を検討し、個別事例の解決や地域課題の

把握、共有を行いました。 

◆地域ケア個別会議のメンバーに、医師、歯科医師、理学療法士、栄養士、

介護支援専門等の専門職を位置付け、地域の事例を検討する中で地域との

連携体制を構築しています。 

 

【課題】 
 

◇地域ケア個別会議に多職種が参加し、個別事例の解決や地域課題の把握等

につながっていますが、地域ケア個別会議で検討後の結果を会議にフィー

ドバックする機会がないため、今後再検討の機会を作る必要があります。 

◇地域ケア個別会議で出た課題を、施策に反映させるための地域ケア推進会

議等の開催が必要です。 

◇新型コロナウイルス感染症防止のため、会議が開催できませんでした。新

しい生活様式を踏まえた会議運営を検討する必要があります。  
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基本目標Ⅲ 適切なサービスが過不足なく提供され安気に暮らせるまち 

づくり〈公助〉 

 

１ 地域包括支援センターの運営 

◆帷子地域包括支援センターについては、土田地区の可児とうのう病院に令

和２年３月まで設置していましたが、４月からは、地元の意向を確認し、

帷子地区センター内に移転しました。 

◆毎月、介護予防マネジメント支援会議を開催し、事業対象者に対する介護

予防マネジメントに対して、多職種からの助言評価を行いました。 

◆各地域包括支援センターで、もの忘れ困りごと相談を開催し、身近な場所

での相談の機会を設けています。 

 

【課題】 
 

◇地域包括支援センターが、地域包括ケアシステム推進の中核的機関として

の役割を担うことができるよう、体制及び人員の増強を引き続き行う必要

があります。 

◇医療費、健（検）診データ等を活用した地域分析を行い、地域の特性に合

った対応を考える必要があります。 

◇多職種との事例検討の機会を今後も継続し、多職種の視点からの助言や評

価を生かした地域包括支援センターの運営を行う必要があります。 

 

 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

◆住民主体によるサービスＢ※（要支援者、事業対象者が利用できるサロンや

生活支援サービス）について、活動団体に周知しました。 

◆多様なサービスを充実させる観点から、サービスの必要量を勘案し、生活

支援サービスについて､利用制限を設けました。 

 

【課題】 
 

◇地域支え合い・介護基礎講座の修了者が、地域でのボランティア活動の担

い手となるよう支援しているが、なかなかつながらない状況があります。 

◇サービスＢを周知し、活動団体及び利用者の増加を図る必要があります。 

◇訪問型、通所型のサービスＣ※の実施ついて、検討する必要があります。 
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３ 認知症施策の推進 

◆認知症知っ得講座を実施し、講座終了後はのぞみの丘ホスピタル、地域包

括支援センターによる個別相談を実施しました。 

◆認知症予防を目的とした脳の健康教室を市内３会場で実施しました。 

◆認知症で困っている家族や必要な方が、認知症初期集中支援チーム※につな

がることができるよう、地域包括支援センターや高齢者支援を行う機関に

対して、支援チームの周知を行いました。 

◆認知症サポーター※養成講座の定期講座を４回、事業所等への出張講座の開

催も行い、サポーターを養成しました。 

 

【課題】 

 

◇認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、引き続き認

知症施策の充実を図る必要があります。 

◇本人、家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み

（チームオレンジ※）の整備に努める必要があります。 

◇認知症地域支援推進員※による関係機関のネットワーク構築、認知症の方及

び家族からの相談、認知症に関する啓発を実施する必要があります。 

◇高齢の２人世帯が急増する中、老老介護や認認介護も今後の課題です。 

◇認知症初期集中支援員等専門職で構成される専門チームが訪問等により、

認知症が疑われる方やその家族を支援し、医療機関の受診や介護保険サー

ビスの利用につなげる等、認知症の早期診断、早期対応を目指す必要があ

ります。 

 

 

４ 適切で過不足のない介護サービス 

◆平成 30年度･令和元年度に県の訪問介護強化事業のモデル市の指定を受け､

勉強会を実施するなど短時間訪問も含めた訪問介護の普及に努めました。 

◆通所サービスについて､多様なサービスを充実させる観点から、指定規制を

実施しています。 

◆介護療養型医療施設について、令和２年度中に介護医療院への転換を目途

に支援しています。 

◆現在、市内には民間の通所介護事業所が多く進出し民間ベースでの受け入

れも期待できると見込まれるため、市直営のデイサービスセンターを令和

２年度で廃止します。  
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【課題】 

◇アンケート調査からも、訪問系サービスが在宅生活を支えるのに有効であ

るとの結果が出ており、第８期でも引き続き訪問系サービスを充実させて

いく必要があります。そのためには、人材確保が重要となってきます。 

◇現在、指定規制している通所サービス（通所介護･地域密着型通所介護･通

所介護相当サービス･通所型サービスＡ※）について、規制を継続するか解

除するか等の判断をしていく必要があります。 

◇介護施設の整備希望等について、被保険者の需要や介護事業者（供給側）

の過不足等を調査･勘案し、整備の可能性を探っていく必要があります。 

 

 

５ 介護職員の確保対策と福祉への理解 

◆介護人材の確保対策等について市内特養事業所職員等と意見交換等行いま

した｡この意見も参考に､新人(就職５年未満等)職員対象の研修を実施しま

した｡ 

◆各小中学校で自校の年間指導計画に基づき、高齢者福祉や障がい者福祉に

ついて学んでいます。（社会福祉協議会による講話、老人養護施設への訪問

（交流）、高齢者体験、アイマスク体験、車椅子体験、手話学習、点字学

習、学校行事への独居老人の招待、アーラや福祉センターへの見学、委員

会活動によるアルミ缶・エコキャップ回収など） 

 

【課題】 

◇いろいろな立場の介護職スタッフとの意見交換を引き続き続けていくこと

が必要です。有益と思われる意見･情報等を得られた場合は、制度化も含め

施策に生かしていく必要があります。 

◇厚生労働省や県の支援制度の活用や先進自治体の施策等にも注視しなが

ら、介護事業への就職支援、離職防止、離職者の呼び戻し等、必要な施策

の整備を進めていく必要があります。 
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６ 介護給付等に要する費用の適正化 

◆第４期介護給付適正化計画に基づき、各種の点検等を実施しました。 

介護認定の適正化、ケアプラン点検、住宅改修等の点検、医療情報との突

合・縦覧点検、介護給付費通知 

 

【課題】 
 

◇国保連合会から提供されている帳票等につき、一部しか活用できていない

ため、活用できるものがあれば、取り入れていく必要があります。 

◇現在のケアプラン点検は主にケアマネジャーの気づきに重点を置いた点検

となっていますが、給付費の適正化という視点からの点検も重要です。 

◇介護認定の適正化については、ばらつきが出ないよう認定調査員の能力向

上を目指し研修を実施していくことが重要です。 

 

 

７ 安心して暮らせる生活環境の整備 

◆運転免許証自主返納者に対し、さつきバス、電話で予約バス、民間路線バ

ス（帷子線）のバス回数券を交付し、高齢者の移動支援をしました。 

◆桜ケ丘ハイツ地区社協、帷子地区社協、広見地区社協にて実施されている

移動支援サービスについて、継続的に支援しています。また、地域で実施

を検討している所については、運営方法などのアドバイス等の支援をしま

した。 

◆地域包括支援センターのスタッフを対象とした講座に消費生活相談員が参

加する等して連携を継続し被害防止を図りました。 

◆成年後見については、成年後見制度※の利用の促進に関する法律（平成 28

年法律第 29号）に基づき、市の計画を令和２年１月に策定し、中核機関を

設置し施策を推進しています。また、可茂圏域における権利擁護支援体制

が構築され、定例会議を開催しています。 

 

【課題】 
 

◇移動手段がないと考える方に閉じこもり傾向があることがアンケートから

分かっており、引き続きコミュニティバスの運行や地域で行われる移動支

援サービスへの支援など、高齢者の移動手段を確保し、社会参加の機会を

失わせない対策を行っていく必要があります。 

◇今後も出前講座などの活動を通じて、高齢者等が虐待や消費者被害等に遭

わないように、権利擁護を推進する必要があります。 
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８ 高齢者の住まい 

◆岐阜県居住支援協議会に参加し、高齢者の住宅ニーズの把握に努めていま

す。 

 

【課題】 
 

◇「岐阜県高齢者居住安定確保計画」等に則り、高齢者が安全に安心して暮

らすことができる住宅の供給を行っていく必要があります。 

◇有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等が、介護保険施設の代替

に近い状況であることを踏まえ、その実態を把握した上で、介護保険施設

の整備方針を決定していく必要があります。 
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（３）地域包括ケアシステム深化・推進に向けた取り組み 

 

平成 28年度に開始した介護予防・日常生活支援総合事業では、生活支援サービスの中

で、訪問型サービス、通所型サービスともに現行相当サービスと緩和した基準のサービス（Ａ）を

創設しました。また平成 30年度からの第 7期計画期間中で住民主体のサービス（Ｂ）は高齢

者サロンを中心に８箇所できましたが、短期集中予防サービス（Ｃ）は、まだ設定することができ

ていません。また、一般介護予防事業において、いつでもどこでも運動できるような「通いの場」

としても「まちかど運動教室」は 14の自治連合会単位の地区で概ね開催し、今後はさらに地

域の中で増やしていくという段階です。これらの多様なサービスや「通いの場」を増やし、介護予

防活動を充実させていくことが課題です。また、要支援認定者や総合事業対象者に対するケア

マネジメントの方法を点検・評価していく必要もあります。 

 

地域の生活支援体制の整備では、地域福祉懇話会（第二層協議体）を開催し地域の課題を

共有し、地域の中で行われているサービスの提供者と地域包括支援センターや介護関係者が

連携して高齢者を支え合う仕組みづくりと、その課題を地域ケア会議で取り組んでいけるように

する必要があります。 

生活支援体制整備の「要」となる話し合いの場（協議体）づくりにおいては、「安心づくりサポ

ート委員会」第一層（市全域）協議体を定期的に開催していましたが、新型コロナウイルス感染

症の防止のため、一時立ち止まっている状況です。 

14自治連合会単位で地域福祉懇話会（第二層協議体）が開催されていましたが、これも新

型コロナウイルス感染症の防止のため、一時立ち止まっている状況です。 

今後は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を施し、会議が開催されるよう働きかけて

いく必要があります。 

 

在宅医療・介護連携推進事業は、医療や介護の関係者による「在宅医療・介護連携推進プ

ロジェクトチーム」（かけそばネット）により、毎月定例的な話し合いの場を設け、連携ツールの作

成運用などに取り組んできました。これも新型コロナウイルス感染症の防止のため、リモートによ

る会議を開催しましたが、一時立ち止まっている状況です。 

今後、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の整備、連携確保のための窓口の設置な

ど、協議から事業の実施に向け一層の活性化を図っていく必要があります。 

 

上記のように、生活支援サービスの充実、地域の生活支援体制整備、在宅医療・介護連携推

進いずれの事業においても、一層の取り組みが必要です。そして、このことが地域包括ケアシス

テムの深化につながっていくものと考えています。 
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（４）アンケート調査からみる高齢者のニーズ等 

① アンケート調査の概要 

アンケート調査については、本計画の策定にあたり、一般高齢者の生活や健

康の実態、また、要支援・要介護認定者の介護ニーズ、さらには、市内事業所

に勤める介護支援専門員等の勤務・支援の実態、市内介護事業所の人材に係る

実態を把握し、計画策定の基礎資料とするため、令和元年度に実施しました。 

 

 
①介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 
②在宅介護実態調査 ③介護支援専門員調査 

調査対象者 

要介護認定を受けていな

い 65歳以上の高齢者

（一般高齢者、介護予防・

日常生活支援総合事業

対象者、要支援者） 

在宅で生活している要支

援・要介護認定者のうち、

更新申請・区分変更申請

に伴う認定調査を受ける

方 

市内居宅介護支援事業

所に勤務する介護支援専

門員及び地域包括支援

センター職員 

調査目的 

高齢者の生活や健康の

実態等を把握するため 

「本人の適切な在宅生活

の継続」と「家族等介護

者の就労継続」の両立を

支えるためにどのような

サービスが必要かを検討

するため 

高齢者福祉及び介護保

険のより一層のサービス

向上を図るため 

調査期間 
令和２年 1月 6日～ 

令和２年 1月 31日 

令和元年 7月 1日～ 

令和２年２月 28日 

令和２年 1月 6日～ 

令和２年 1月 31日 

回収方法 
調査票による記入方式 

郵送配布・郵送回収 

認定調査員による 

聞き取り調査 

調査票による記入方式 

郵送配布・郵送回収 

配布数 計 2,780人 計 382人 計 96人 

回収数（率） 2,223人（80.0％） 調査対象者全員より回収 70人（72.9％） 

 

 ④在宅生活改善調査 ⑤介護人材実態調査 

調査対象者 

市内の居宅介護支援事業所、地域包括

支援センター、小規模多機能型居宅介護

事業所、看護小規模多機能型居宅介護

事業所及び介護支援専門員 

市内の施設・通所系事業所・訪問系事

業所の管理者・介護職員 

調査目的 

地域に不足する介護サービスを検討す

るため 

介護人材の確保に向け、必要な取り組

みを行っていくうえで、実態を把握する

ため 

調査期間 
令和２年 1月 6日～ 

令和２年 1月 31日 

令和元年 11月 20日～ 

令和元年 12月 27日 

配布数 
32事業所 

介護支援専門員 96人 

通所・施設系事業所：82 

通所・施設系職員：1,157名 

訪問系事業所：25 

訪問系職員：349名 

回収数（率） 
23事業所（71.9％） 

89名（92.7％） 

通所・施設系事業所：56（68.3％） 

通所・施設系職員：701名（60.6％） 

訪問系事業所：12（48.0％） 

訪問系職員：121名（34.7％） 



 
40 

 

② 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

ア 回答者の属性について 

回答者の性別は「女性」の割合が比較的多く、年齢は後期高齢者が54.2％で、

年齢の高い方のウエートが高くなっています。 

また、普段の生活で介護・介助が必要な人は20.8％で、その原因は「骨折・

転倒」が22.1％と、最も高くなっています。 
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イ 日常生活上のリスクについて 

歩行などの身体機能や口腔機能に関するリスクのうち、特に転倒リスクを有

する「該当者」が28.4％と比較的多くなっています。また、うつ傾向のリスク

を有する「該当者」が41.3％となっています。 

 

運動機能低下、閉じこもり、転倒、低栄養、口腔機能低下、うつ傾向のリスク 
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ウ 日常生活の傾向について 

外出の際の主な移動手段は「自動車（自分で運転）」が59.7％、「徒歩」が42.0％

となっています。 

地域での会やグループに参加している頻度をみると、「趣味関係のグループ」

や「町内会・自治会」で３割前後、「収入のある仕事」では約２割となっており、

社会活動に参加する高齢者が少ないことが分かります。 

 

移動手段（上位抜粋） 
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エ 介護サービスの利用について 

介護が必要になった場合、その後の生活をどのように考えているかについて

みると、「家族と介護保険サービス両方の支援を受けながら在宅で生活したい」

「家族だけの介護をうけながら在宅で生活したい」を合わせた53.4％が在宅生

活を希望しています。 

 

介護が必要になった場合、その後の生活どのように考えているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 介護予防、地域での支え合い活動について 

市が実施する介護予防教室の開催場所の希望を日常生活圏域別にみると、多

くの圏域で「地区センター」の割合が最も高くなっていますが、帷子圏域では

「地元自治会の集会所・クラブ」が最も高くなっています。 

また、高齢者を含む支援の必要な人を、地域の中で支えることが大切だと「思

う」と答えた割合は、帷子圏域では75.0％、土田では65.2％と、圏域によって

差がみられます。 

住んでいる地域の中に次のような活動があった場合、利用したいと思うかに

ついて、「地域の方による見守り活動（定期的な訪問、声かけ）」や「地域の方

による通院、買物時等の送迎サービス」、「健康づくり講座（認知症予防、健康

体操、栄養教室など）」では「利用したい」「将来的には利用したい」の割合が

比較的に高くなっています。 

 

  

回答者数 =

　 2,223 6.7 46.7 17.9 8.7

0.7 1.1

12.9 5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族だけの介護を受けながら在宅で生活したい

家族と介護保険サービス両方の支援を受けながら在宅で生活したい

特別養護老人ホームなど介護保険施設に入所したい

介護を受けることのできる介護付有料老人ホームへ入居したい

世話になれる子どもや親戚の家に転居して生活していきたい

その他

わからない

無回答
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回答者数 = 2,223
地域内の集会所や地域の方
の自宅で開かれるサロン活
動

地域の方による見守り活動

（定期的な訪問、声かけ）

地域の方によるお弁当の
配食活動

地域の方による掃除、
ごみ出し、買物、調理等の

家事支援

地域の方による通院、
買物時等の送迎サービス

健康づくり講座（認知症
予防、健康体操、栄養教室
など）

13.8

10.4

7.5

6.2

10.8

18.5

30.7

39.9

34.5

35.9

40.9

36.5

31.6

24.5

31.8

31.4

24.7

22.1

23.9

25.1

26.3

26.5

23.6

22.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市役所 地区センター

地元自治会の集会所・クラブ 無回答

回答者数 =

広見東・広見・
中恵土

249

平牧・久々利・
桜ケ丘ハイツ

239

春里・姫治 219

帷子 287

土田 218

今渡・川合・
下恵土・兼山

220

9.2

6.7

10.0

4.5

8.3

11.4

46.2

49.0

47.5

37.3

53.7

49.5

25.3

33.1

27.4

44.9

23.9

25.0

19.3

11.3

15.1

13.2

14.2

14.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

思う 思わない

わからない 無回答

回答者数 =

広見東・広見・
中恵土

366

平牧・久々利・
桜ケ丘ハイツ

375

春里・姫治 353

帷子 420

土田 322

今渡・川合・
下恵土・兼山

349

70.8

72.3

70.0

75.0

65.2

66.2

0.8

2.4

1.7

1.2

1.2

0.3

19.9

17.9

20.7

17.1

24.5

23.5

8.5

7.5

7.6

6.7

9.0

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域に次のような活動があった場合、利用してみたいか 

教室の開催場所の希望 支援の必要な人を地域の中で支えることが 

大切だと思うか 

利用したい

将来的には利用したい

利用したくない

無回答
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カ 認知症について 

自分や家族について認知症に対する不安があるかをみると、男性よりも女性

で『不安』（「とても不安」と「少し不安」の合計）の割合が高くなっています。 

また、可児市では現在、さまざまな介護予防教室を開催していますが、参加

してみたい教室・相談会は「認知症予防に関する教室、相談会」が39.9％とな

っており、市民の関心が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 在宅医療について 

かかりつけ医が「ある」回答者が68.0％となっていますが、そのうち、訪問

診療や往診を「してもらえる」かかりつけ医は16.6％にとどまっています。ま

た、長期療養が必要な場合に在宅医療を希望する回答者は37.8％にとどまり、

希望しない理由として、「家族に負担をかける」が55.4％と、家族への負担を気

にする人が多くなっています。 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 =

全  体 2,223

男性 944

女性 1,197

12.7

11.7

13.6

45.1

43.2

47.0

29.1

32.5

26.4

9.7

9.7

9.4

3.4

2.9

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても不安 少し不安

あまり不安はない 全く不安はない

無回答

回答者数 = 2,223 ％

運動や体操に関する

教室、相談会

食事や栄養に関する

教室、相談会

認知症予防に関する
教室、相談会

口腔内の健康や
飲み込みに関する教室、

相談会

その他の教室、相談会

参加したくない

無回答

33.3

25.6

39.9

11.2

3.2

27.5

7.2

0 10 20 30 40 50

口腔内の健康や
飲み込みに関する教室、
相談会

回答者数 =

　 2,223 68.0 25.6 6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

回答者数 =

　 1,511 16.6 26.3 54.4 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

してもらえる してもらえない

わからない 無回答

認知症に対する不安 参加したい内容の教室・相談会 

かかりつけ医の有無 かかりつけ医は訪問診療や往診をしてくれるか 
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ク 高齢者施策について 

高齢者施策で重点を置くべき項目では、「いつでも在宅で医療が受けられる

在宅医療の推進」が最も高く、次いで「１人暮らしや高齢者世帯が安心して生

活できる事業の推進」「施設での介護を望む高齢者のための入所施設の充実」と

なっています。 

なお、年齢別に重点を置く高齢者施策をみると、年齢が低くなるにつれ「高

齢者の雇用の推進」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

希望する 希望しない

無回答

回答者数 =

　 2,223 37.8 54.0 8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
回答者数 = 1,705 ％

家族に負担をかける

介護してくれる家族が
いない

急に病状が変わった
時の対応が不安

経済的に負担が大きい

住宅環境が整って

いない

往診してくれる医師が

いない

その他

無回答

55.4

14.8

13.3

3.5

2.8

3.3

1.0

5.8

0 20 40 60

回答者数 = 2,223 ％

いつでも在宅で医療が

受けられる在宅医療の推進

１人暮らしや高齢者世帯が安心

して生活できる事業の推進

施設での介護を望む高齢者の

ための入所施設の充実

在宅で介護をしている家族への

支援

自宅で生活するための

在宅介護サービスの充実

33.5

33.2

33.2

20.5

20.0

0 10 20 30 40

％

日曜・休日診療の充実

さつきバスや電話で予約バスの

利便性向上など公共交通の充

実

高齢期の健康づくり

高齢者自身や家族が気軽に相

談できる窓口の充実

医療機関と介護事業者、及び
地域住民が連携し見守る仕組

みづくり

19.7

19.6

14.5

13.5

13.0

0 10 20 30 40

自宅での在宅医療を希望するか 在宅医療を希望しない理由 

市の高齢者施策の重点項目（上位抜粋） 
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③ 在宅介護実態調査 

ア 回答者・介護者の属性について 

回答者の世帯類型は、「単身世帯」が13.6％、「夫婦のみ世帯」が27.5％とな

っています。 

就労形態別の主な介護者の年齢は、フルタイム勤務の介護者では「50代」、パ

ートタイム勤務の介護者では「60代」が、働いていない介護者では「70代」が

最も高くなっています。また、働いていない介護者では「80歳以上」が約２割

となっており、高齢夫婦の間で介護が行われていると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 在宅限界点※の向上のための支援・サービスの提供体制の分析 

介護者が介護のために離職をしているかについてみると、「介護のために仕

事を辞めた家族・親族はいない」が82.8％となっており、現在までに仕事を辞

めたり、転職したりした介護者は少なくなっています。 

要介護３以上の人について、サービス利用の組み合わせ別に施設等検討の状

況をみると、訪問系を利用している人のほうが、利用していない人に比べて「入

所・入居を検討している」割合が低くなっています。 

 

  

回答者数 =

　 382 13.6 27.5 58.4 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身世帯 夫婦のみ世帯

その他 無回答

回答者数 =

フルタイム勤務 62

パートタイム勤務 82

働いていない 193

3.2

0.5

21.0

1.2

3.6

38.7

34.1

14.5

25.8

41.5

20.7

13.4

31.1

3.2

2.4

20.7

4.8

3.6

3.2

7.3

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満 20代 30代

40代 50代 60代

70代 80歳以上 わからない

無回答

世帯類型 就労形態別 主な介護者の年齢 
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ウ 仕事と介護の両立に向けた支援・サービスの提供体制 

今後の就労継続見込み別に、効果的な勤め先からの支援をみると、「介護休

業・介護休暇等の制度の充実」は、［問題はあるが、何とか続けていける介護者］

または［続けていくのは「やや＋かなり難しい」介護者］で割合が高く、今後

の就労継続の見通しを立たせるため、重要な支援であるといえます。また、「制

度を利用しやすい職場づくり」も比較的割合が高く、既存の制度を利用しやす

い職場環境となることで、より就労の見通しを立てやすいことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 343 ％

主な介護者が仕事を辞
めた（転職除く）

主な介護者以外の家
族・親族が仕事を辞め

た（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家
族・親族が転職した

介護のために仕事を辞
めた家族・親族はいな
い

わからない

無回答

4.7

0.9

1.2

0.0

82.8

1.7

8.7

0 20 40 60 80 100

入所・入居は検討していない

入所・入居を検討している

すでに入所・入居申し込みをしている

回答者数 =

訪問系のみ 4

訪問系と通所系 18

通所系のみ 28

100.0

88.9

78.6

5.6

14.3

5.6

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護のための離職の有無 サービス利用の組み合わせ別・施設等検討の状況 

（要介護３以上） 
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単位：％ 

区分  

回
答
者
数
（
件
） 

自
営
業
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等

の
た
め
、
勤
め
先
は
な
い 

介
護
休
業
・
介
護
休
暇
等
の 

制
度
の
充
実 

制
度
を
利
用
し
や
す
い 

職
場
づ
く
り 

労
働
時
間
の
柔
軟
な
選
択 

（
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
な

ど
） 

働
く
場
所
の
多
様
化 

（
在
宅
勤
務
・
テ
レ
ワ
ー
ク 

な
ど
） 

仕
事
と
介
護
の
両
立
に 

関
す
る
情
報
の
提
供 

問題なく、続けていける 51  3.9  23.5  9.8  13.7  2.0  3.9  

問題はあるが、何とか続けていける 52  13.5  32.7  13.5  17.3  3.8  13.5  

続けていくのは「やや＋かなり難し
い」 

14  14.3  28.6  21.4  21.4  － 14.3  

 

区分 

介
護
に
関
す
る
相
談
窓
口
・ 

相
談
担
当
者
の
設
置 

介
護
を
し
て
い
る
従
業
員 

へ
の
経
済
的
な
支
援 

そ
の
他 

特
に
な
い 

主
な
介
護
者
に
確
認
し
な
い 

と
、
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

問題なく、続けていける － 13.7  － 49.0  7.8  3.9   

問題はあるが、何とか続けていける 1.9  13.5  1.9  23.1  3.8  5.8   

続けていくのは「やや＋かなり難し
い」 

－ 21.4  14.3  21.4  7.1  －  

 

 

エ 保険外の支援・サービスを中心とした地域資源※の整備 

要介護度別に在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスをみると、要支

援１から要介護２までで「配食」や「移送サービス」の割合が高くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
食 

調
理 

掃
除
・
洗
濯 

買
い
物 

（
宅
配
は
含
ま
な
い
） 

ゴ
ミ
出
し 

外
出
同
行 

（
通
院
、
買
い
物
な
ど
） 

移
送
サ
ー
ビ
ス 

（
介
護
・
福
祉
タ
ク
シ
ー
）
等
） 

見
守
り
、
声
か
け 

サ
ロ
ン
な
ど
の
定
期
的
な 

通
い
の
場 

そ
の
他 

特
に
な
し 

要支援１・２ 133  15.8  2.3  6.0  7.5  7.5  9.8  12.8  6.8  11.3  2.3  60.2  

要介護１・２ 155  14.8  3.9  4.5  3.9  7.1  7.7  11.0  5.8  7.1  1.9  67.7  

要介護３以上 54  11.1  7.4  7.4  5.6  7.4  7.4  7.4  1.9  5.6  3.7  74.1  

就労継続見込み別の効果的な勤め先からの支援 

要介護度別・在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（一部抜粋） 



 
50 

 

オ 医療ニーズの高い在宅療養者を支える支援・サービスの提供体制の検討 

要介護度別に介護者が不安を感じる介護をみると、介護度が重くなるにつれ

「日中の排泄」の割合が高くなっています。また、他に比べ、要支援１・２、

要介護３以上で「外出の付き添い、送迎等」、「不安に感じていることは、特に

ない」の割合が高くなっています。また、要介護１・２で「夜間の排泄」、「認

知症状への対応」の割合が高くなっています。 

 

  

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

日
中
の
排
泄 

夜
間
の
排
泄 

食
事
の
介
助 

（
食
べ
る
時
） 

入
浴
・
洗
身 

身
だ
し
な
み 

（
洗
顔
・
歯
磨
き
等
） 

衣
服
の
着
脱 

屋
内
の
移
乗
・
移
動 

外
出
の
付
き
添
い
、 

送
迎
等 

要支援１・２ 105  14.3  20.0  2.9  18.1  1.0  2.9  11.4  25.7  

要介護１・２ 146  17.8  34.9  5.5  19.2  4.1  2.7  17.8  18.5  

要介護３以上 53  26.4  22.6  9.4  15.1  3.8  5.7  20.8  26.4  

 

区分 

服
薬 

認
知
症
状
へ
の
対
応 

医
療
面
で
の
対
応 

（
経
管
栄
養
、
ス
ト
ー

マ
等
） 

食
事
の
準
備 

（
調
理
等
） 

そ
の
他
の
家
事
（
掃

除
、
洗
濯
、
買
い
物

等
） 

金
銭
管
理
や
生
活
面
に 

必
要
な
諸
手
続
き 

そ
の
他 

不
安
に
感
じ
て
い
る
こ

と
は
、
特
に
な
い 

主
な
介
護
者
に
確
認 

し
な
い
と
、
わ
か
ら
な

い 

要支援１・２ 3.8  17.1  1.9  5.7  5.7  4.8  1.9  21.9  16.2  

要介護１・２ 14.4  48.6  0.0  4.1  3.4  6.8  4.1  8.2  2.7  

要介護３以上 1.9  28.3  3.8  0.0  1.9  7.5  3.8  20.8  1.9  

 

 

  

要介護度別・介護者が不安を覚える介護 



 
51 

 

④ 介護支援専門員調査 

ア ケアマネジメント※について 

担当しているケアプランの件数について、54.9％が「適切と思う」と感じて

いますが、28.2％は「多いと思う」や「やや多いと思う」と感じており、業務

が多くなっていることが伺われます。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地域包括支援センターや医療との連携について 

地域包括支援センターとの連携は、「十分とっている」または「まあまあとっ

ている」を合わせて73.6％と、前回の調査に比べて割合が減少しています。ま

た、必要と感じた時に医療機関との連携がとれるかでは、「あまりとれない」が

39.4％となっており、その理由として、医療機関側への要請のしにくさなどが

挙がっており、介護・医療連携の促進に関しては、ケアマネジャーのニーズや

意見をうかがいながら進めることが重要であるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 71 9.9 18.3 54.9 14.1 2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多いと思う やや多いと思う 適切と思う 少ないと思う 無回答

回答者数 =

　 53 18.9 54.7 22.6 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分とっている

まあまあとっている

あまりとっていない

全くとっていない

無回答

回答者数 =

　 71 1.4 59.2 39.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分とれる まあまあとれる

あまりとれない 全くとれない

無回答

担当しているケアプランの数は適切であると思うか 

日頃から地域包括支援センターと連携を取っているか 必要な時に医療機関との連携がとれるか 
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ウ 介護保険サービスについて 

介護保険サービスの供給状況について、①訪問介護、⑧短期入所生活（療養）

介護、⑪夜間対応型訪問介護、⑫認知症対応型通所介護で「不足している」の

割合が高く、７割を超えています。一方、⑥通所介護で「余剰がある」の割合

が高く、約２割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 71

①訪問介護

②訪問入浴

③訪問看護

④訪問リハビリ

⑤居宅療養管理
    指導

⑥通所介護

⑦通所リハビリ

⑧短期入所生活
   （療養）介護

⑨特定施設入居者
    生活介護

77.5

12.7

12.7

39.4

19.7

7.0

33.8

76.1

36.6

21.1

78.9

81.7

54.9

71.8

66.2

59.2

21.1

53.5

5.6

4.2

2.8

2.8

23.9

2.8

2.8

1.4

2.8

1.4

2.8

5.6

2.8

4.2

2.8

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑩定期巡回・
    随時対応型
    訪問介護看護

⑪夜間対応型
    訪問介護

⑫認知症対応型
   通所介護

⑬小規模多機能型
   居宅介護

　

⑭看護小規模多機能
  型居宅介護

⑮認知症対応型
    共同生活介護

⑯特別養護老人
    ホーム

⑰老人保健施設

⑱介護療養型医療
    施設
    （介護医療院）

63.4

73.2

70.4

40.8

47.9

56.3

56.3

45.1

56.3

29.6

18.3

23.9

53.5

45.1

39.4

39.4

49.3

36.6

1.4

7.0

8.5

5.6

5.6

7.0

4.2

4.2

4.2

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不足している 適量 余剰がある 無回答

可児市や近隣市町の介護保険サービスの供給状況についてどのように感じているか 
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エ 介護・高齢者福祉全般について 

地域の中で活性化を期待するインフォーマルサービスについて、「買い物や

通院時の送迎・同行サービス活動」が８割以上、「家事や買い物、ゴミ出しなど

の家事支援活動」が６割半ばと高い割合になっており、介護支援専門員や地域

包括支援センター職員からは、在宅生活における身の回りの困りごとに対応す

るためのサービスが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今後重点を置くべき取り組みの第１位は、「地域内で家事支援、移動支

援、見守りなどができる地域社会づくり」となっており、次いで「１人暮らし

や高齢者世帯が安心して生活できる事業の推進」「さつきバスや電話で予約バ

スの利便性向上など公共交通の充実」となっています。高齢化が一層進行し、

ひとり暮らしや高齢者夫婦のみ世帯が増加する中、高齢者が在宅で安心して生

活ができるよう、身近な地域で見守り、支え合える環境づくりに取り組むべき

と考えていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 71 ％

地域内の集会所や開催者の自宅を使ってのサロン活動

定期的に訪問して安否を確認してもらえるような

見守り活動

食事の支度が困難な方への配食活動

家事や買い物、ゴミ出しなどの家事支援活動

買い物や通院時の送迎・同行サービス活動

認知症予防や健康体操などの介護予防講座

緊急時や災害時に支援してもらえる活動

その他

特にない

無回答

21.1

62.0

26.8

66.2

83.1

22.5

62.0

4.2

0.0

2.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 71 ％

地域内で家事支援、移動支援、見守りなどができる

地域社会づくり

１人暮らしや高齢者世帯が安心して生活できる事業の
推進

さつきバスや電話で予約バスの利便性向上など公共
交通の充実

いつでも在宅で医療が受けられる在宅医療の推進

自宅で生活するための在宅介護サービスの充実

医療機関と介護事業者及び地域住民が連携し見守る
仕組みづくり

若い頃からの健康づくり

高齢者の雇用の推進

在宅で介護をしている家族への支援

生涯学習や生涯スポーツなどの生きがい活動に取り
組める環境の整備

43.7

40.8

36.6

23.9

21.1

18.3

18.3

16.9

16.9

12.7

0 10 20 30 40 50

地域で活性化を期待するインフォーマルサービス（上位抜粋） 

今後、市として重点を置くべき施策（上位抜粋） 
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⑤ 在宅生活改善調査 

ア 利用者調査 

ケアマネジャーの視点からみた「自宅」、「サ高住」、「住宅型有料」、「軽費老

人ホーム」にお住まいの方のうち、「現在のサービス利用では、生活の維持が難

しくなっている利用者」について調査しました。 

対象となる利用者の要介護度は、「要介護１」の割合が最も高く、次いで「要

介護３」の割合が20.2％、「要介護２」の割合が18.0％と、要支援よりも要介護

が多くなっています。また、要介護度別で生活の維持が難しくなっている理由

をみると、共通して「必要な身体介護の増大」「認知症の症状の悪化」が多い一

方、要支援１～要介護２では「必要な生活支援の発生・増大」「その他、本人の

状態等の悪化」が、要介護３～要介護５では「医療的ケア・医療処置の必要性

の高まり」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 89
5.6

10.1 27.0 18.0 20.2
7.9

9.0
2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１ 要支援２ 要介護１

要介護２ 要介護３ 要介護４

要介護５ 新規申請中 無回答

％

該当なし

必要な生活支援の発
生・増大

必要な身体介護の増大

認知症の症状の悪化

医療的ケア・医療処置
の必要性の高まり

その他、本人の状態等
の悪化

本人の状態等の改善

無回答

0.0

21.3

59.6

55.1

27.0

27.0

3.4

0.0

0.0

29.6

57.4

55.6

24.1

35.2

3.7

0.0

0.0

9.1

63.6

51.5

33.3

15.2

3.0

0.0

0 20 40 60 80 100

全 体 （回答者数 = 89）

要支援１～要介護２ （回答者数 = 54）

要介護３～要介護５ （回答者数 = 33）

対象となる利用者の要介護度 要介護度別生活の維持が難しくなっている理由 
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生活を改善するために変更すべきサービスは、「より適切な「在宅サービス」

もしくは「住まい、施設等」に変更する」「より適切な「住まい、施設等」に変

更する」の割合がともに３割を超えており、住まい、施設の変更が挙げられて

います。また、具体的なサービスとしては、「グループホーム」「特別養護老人

ホーム」といった施設が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 89 13.5 33.7 34.8 16.9 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

より適切な「在宅サービス」に変更する

より適切な「住まい、施設等」に変更する

より適切な「在宅サービス」もしくは「住まい、施設等」に変更する

1 ～3 では改善は難しいと思う

無回答

回答者数 = 89 ％

グループホーム

特別養護老人ホーム

療養型・介護医療院

ショートステイ

通所介護、通所リハ、
認知症対応型通所

24.7

23.6

16.9

14.6

14.6

0 10 20 30

状況を改善するための、サービス利用の変更 

より適切な具体的サービス（上位一部抜粋） 
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⑥ 介護人材実態調査 

ア 施設・通所系 

職員の属性については、雇用形態は約6割が「正規職員」であり、年齢は「30

歳代」「40歳代」「50歳代」が多くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

また、職員の充足度では“不足している”（「不足しているが、事業所運営に

は影響はない」と「不足しており、事業所運営に影響が出ている」の合計）が

69.7％を占めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

直近１年間での採用者数については、「０人」が約２割となっているものの、

「１人～５人」採用した事業所が約６割となっています。 

採用者の正規職員・非正規職員の比率をみると、若干、非正規職員が多くな

っています。 

 

  

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 701 63.2 34.2 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規職員（期限の定めのない契約）

非正規職員（期限の定めのある契約）

無回答

回答者数 =

　 701
1.0

14.8 19.3 25.2 21.3 17.1 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳以上

無回答

回答者数 =

　 56 48.2 46.4 5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設・居住系サービス

通所系サービス

無回答

回答者数 =

　 56 23.2 51.8 17.9
3.6

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

充足できている

不足しているが、事業所運営には影響はない

不足しており、事業所運営に影響が出ている

その他

無回答

正規職員

48.6%

非正規職員

51.4%

回答者数 =

　 54 18.5 61.1 14.8
1.9

1.91.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０人 １人～５人 ６人～10人

11人～15人 16人以上 無回答

雇用形態 年齢 

直近１年間の採用者数 採用者の正規職員・非正規職員の比率 

事業所のサービス種別 職員の充足度 
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直近１年間での離職者数については、「０人」は１割程度で、「１人～５人」

が７割以上を占めています。 

離職者の正規職員・非正規職員の比率をみると、非正規職員のほうが多くな

っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 訪問系 

職員の属性については、雇用形態は約6割が「正規職員」であり、年齢は「50

歳代」「60歳以上」が多くなっています。 

  

  

 

 

 

 

 

 

また、職員の充足度では“不足している”（「不足しているが、事業所運営に

は影響はない」と「不足しており、事業所運営に影響が出ている」の合計）が

91.7％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 =

　 54 13.0 75.9
3.7

5.6 1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０人 １人～５人 ６人～10人

11人～15人 16人以上 無回答

正規職員

46.0%

非正規職員

54.0%

回答者数 =

　 121 59.5 38.8 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規職員（期限の定めのない契約）

非正規職員（期限の定めのある契約）

無回答

回答者数 =

　 121 5.8 16.5 19.0 28.1 29.8 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳以上

無回答

回答者数 =

　 12 75.0 16.7 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

充足できている

不足しているが、事業所運営には影響はない

不足しており、事業所運営に影響が出ている

その他

無回答

回答者数 =

　 12 75.0
8.3

8.3 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問系サービス

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

無回答

直近１年間の離職者数 離職者の正規職員・非正規職員の比率 

雇用形態 年齢 

事業所のサービス種別 職員の充足度 
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直近１年間での採用者数については、「１人～５人」採用した事業所が６割半

ばとなっています。 

採用者の正規職員・非正規職員の比率をみると、非正規職員が６割と多くを

占めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直近１年間での離職者数については、「０人」は３割程度であり、「１人～５

人」が約６割を占めています。 

離職者の正規職員・非正規職員の比率をみると、正規職員が6割以上を占めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 12 33.3 58.3 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 12 8.3 66.7
8.3

8.3 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０人 １人～５人 ６人～10人

11人～15人 16人以上 無回答

０人 １人～５人 ６人～10人

11人～15人 16人以上 無回答

正規職員

40.0%

非正規職員

60.0%

正規職員

61.9%

非正規職員

38.1%

直近１年間の離職者数 離職者の正規職員・非正規職員の比率 

直近１年間の採用者数 採用者の正規職員・非正規職員の比率 
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⑦ アンケート調査のまとめ 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、普段の生活で介護・介助が必要な

人は20.8％で、その原因は「骨折・転倒」が22.1％と、最も高くなっています。 

介護や介助を必要とする生活にならないように、「まちかど運動教室」や高齢

者サロンなどを充実させ、介護予防に対する取り組みを一層推進していく必要

があります。 

また将来、介護が必要になった際の生活について、在宅での生活を希望され

る方が53.4％であったのに対し、施設等への入所を希望される方は26.6％にと

どまるなど、住み慣れた在宅での生活を望まれる方の割合が高くなっています。 

一方、医療について、在宅医療を希望する方は37.8％に対し、希望しない方

の割合は54.0％となっています。しかし、希望しない理由の半数以上が「家族

に負担をかける」というもので、在宅医療に対する理解の不足や家族に気づか

いされていることが分かります。 

認知症については、57.8％の方が「不安がある」と回答されています。そし

て、認知症予防のために参加したいものとして、「認知症予防教室」が39.9％、

「運動や体操に関する教室・相談会」が33.3％となるなど認知症予防に関する

取り組みへの参加意向が高い一方で、「参加したくない」が27.5％となってお

り、普及啓発が必要となっています。 

在宅介護実態調査においては、要介護３以上の人について、サービス利用の

組み合わせ別に施設等検討の状況をみると、訪問系サービスを利用している人

のほうが「入所・入居を検討している」の割合が低くなっており、訪問系サー

ビスが、在宅生活の継続を支えていくことに有効なサービスであることがわか

ります。 

また、仕事と介護の両立に向けた効果的な勤め先からの支援として、「介護休

業・介護休暇等の制度の充実」や「制度を利用しやすい雰囲気づくり」が求め

られており、介護者の負担をより軽減できるような仕組みの構築や在宅医療・

在宅介護に関する理解を深める啓発を継続して実施していく必要があります。 

介護支援専門員調査においては、可児市や近隣市町において、訪問介護、短

期入所生活（療養）介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護で供給

量が「不足している」一方、通所介護で「余剰がある」となっており、多様な

サービスの提供が求められています。 

介護人材実態調査では、職員が不足していると答えている事業所は、施設・

通所系事業所においては69.7％、訪問系事業所においては91.7％となっており、

特に訪問系事業所では深刻な状況です。多様なサービスを提供できるよう、施

設サービス等の充実を進める一方で、それを支える介護職員の確保対策が急務

となっています。 
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第 章    計画の基本理念及び基本目標 

 

 

１ 基本理念 

高齢者数は年々増加しており、高齢化が進展しています。また、いわゆる団

塊の世代が75歳以上となる令和７年(2025年)を見据え、医療、介護、介護予防、

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「可児市地域包括ケ

アシステム（Ｋケアシステム）※」を深化・推進してきました。 

令和７年(2025年)が近づく中、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上となる

令和22年(2040年)に向け、介護ニーズの高い85歳以上人口の急速な増加が見込

まれ、さらに高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯、認知症の人の増加も見込ま

れるなど、支援を必要とする人がさらに増加し、複雑化・複合化した支援が求

められています。 

また、「支える側」、「支えられる側」という関係を超えて、「我が事」として

地域に参画し、「丸ごと」つながることで、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、

助け合いながら暮らしていくことのできる地域共生社会の実現に向け、地域包

括ケアシステムは、重要な役割を果たします。 

そのため、地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組み、

地域共生社会の実現を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住み慣れた地域で 
安気に暮らし続けることができるまち 可児 
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２ 基本目標 

（１）健康で生きがいをもって暮らせるまちづくり〈自助〉 

高齢者一人ひとりが、元気に地域で生活を続けるために、健康づくりと介護

予防を推進していきます。また、高齢者が、これまで培ってきた知識や経験、

能力を生かし、地域におけるさまざまな分野で、就労や多様な社会活動等に参

画する機会を確保するなど、生きがいをもって暮らすことができる環境づくり

を進めます。 

 

 

（２）地域のあらゆる団体が連携して見守り・ 

支え合えるまちづくり〈共助〉 

医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供を図る地域包括ケアシ

ステムの深化・推進に向け、地域で生活支援の体制づくりを推進するとともに、

地域全体に支え合いの意識を広め、地域で高齢者を支援する地域福祉活動の充

実を目指します。 

 

 

（３）適切なサービスが過不足なく提供され 

安気に暮らせるまちづくり〈公助〉 

地域における身近な総合相談窓口として、地域包括支援センターの充実を図

る等、関係団体等と連携した支援体制を推進します。さらに、安心して必要な

サービスの提供を受けられるよう、地域に密着したサービス提供体制の充実や、

介護予防、認知症施策などを通じて、住み慣れた地域で安心して生活できるま

ちづくりを目指します。 
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３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
気
に
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち 

可
児 

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）健康づくり 

３ 適切なサービス
が過不足なく提
供され安気に暮
らせるまちづく
り〈公助〉 

 （２）生きがいづくり 

 （３）社会参加と就労 

 （４）一般介護予防事業の推進 ※  

 （１）地域内の見守り活動の推進 

 （２）地域支え合い活動の推進 ※ 

 （３）地域の生活支援体制整備 ※ 

 （４）在宅医療・介護連携の推進 

 （５）地域ケア会議の推進 ※ 

 （１）地域包括支援センターの運営 

 （２）
※ 

 （３）認知症施策の推進 

 （４）適切で過不足のない介護サービス 

 （５）介護職員の確保対策と 
福祉への理解 

 （６）介護給付等に要する費用の適正化 

 （７）安心して暮らせる生活環境の整備 

 （８）高齢者の住まいの確保 

１ 健康で生きがい
をもって暮らせ
るまちづくり
〈自助〉 

２ 地域のあらゆる
団体が連携して
見守り・支え合
えるまちづくり
〈共助〉 

 ※は特に自立支援・重度化防止に資する施策として位置付けます。 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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第 章    施策の展開 

         

 

 

基本目標Ⅰ．健康で生きがいをもって暮らせるまちづくり 
〈自助〉 

１ 健康づくり 

高齢者が生涯現役で過ごすため、食事や運動などの生活習慣の改善に取り組

むことの重要性を広く啓発し、健康増進計画と連携した健康づくり事業や保健

事業の取り組みを進めます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

１ 
運動習慣定着に
向けた取り組み 

①日常生活を営むために必要な身体機能の維持･向上
を図るための運動を継続できるよう支援します。 

◎地域で活動している自主グループへの支援 

◎「歩こう可児302※」運動の普及啓発（地域の推進
団体などとの連携） 

健康増進課 

２ 健(検)診の促進 

①広報やホームページ、街頭啓発などによる啓発を図
り、いつでも受診しやすい体制づくりを行います。 

◎各種がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症
予防検診 

◎特定健康診査※（40歳から74歳） 

◎ぎふ・すこやか健診※（75歳以上） 

健康増進課 

国保年金課 

３ 
口腔機能の維持
向上 

①口腔機能の低下（オーラルフレイル※）は、身体の虚
弱（フレイル※）、さらには要介護状態へとつながっ
ていきます。「食」から「介護予防運動」までの必要
性を啓発します。教室等の開催は、参加者の体調確
認等、新しい生活様式に則した形で実施します。 

◎「フレイル予防の講演会」の開催 

◎「お口健やか教室」での普及啓発 

◎「おいしく歯歯歯教室」での普及啓発 

②歯の健康に関する意識を高め、「8020運動※」を推進
します。 

③歯周病検診やぎふ・さわやか口腔健診の受診率向上
に努めます。また、在宅要介護者等への訪問歯科検
診（ぎふ・さわやか訪問口腔健診）を実施し、介護
予防のための口腔機能の維持・向上を図ります。 

◎歯周病検診 

◎ぎふ・さわやか口腔健診 

◎ぎふ・さわやか訪問口腔健診 

健康増進課 

国保年金課 

高齢福祉課 

※施策の内容については、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じて行いますが、感

染の状況により一部変更する場合があります。また、主な事業の目標値について、基準年

（令和 2年）においては、コロナ禍における実施見込みのものがあります。 

 



 
64 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

４ 
子育て健康プラ
ザ マーノで行う
健康づくり 

①子育て健康プラザ内のスタジオ（健康スタジオ・ク
ッキングスタジオ）では、ライフステージに応じた
各種教室を開催します。また、情報提供や各種体験、
相談、仲間づくりなど健康でリフレッシュできる機
会を提供します。 

◎健康づくりや運動、食に関する各種教室の開催 

健康増進課 

５ 
生活習慣病の 
予防 

①健康相談や健康指導、健康教育などの事業を通じ
て、生活習慣病を予防するとともに、生活習慣改善
のための知識の普及・啓発を行います。 

◎成人健康相談・栄養相談・歯科相談・訪問指導 

◎メタボリックシンドロームや生活習慣病予防に
関する各種教室の開催 

健康増進課 

６ 
岐阜医療科学大
学との地域連携 

①岐阜医療科学大学との連携により、市民・専門職向
けの講座や相談会の開設、地域包括支援センターと
の協働による地域支援など大学と協議のうえ、市民
の健康づくりを応援します。 

高齢福祉課 

健康増進課 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

歩こう可児３０２ (参考値)33.1％ 
第３次健康増進計画
（令和元年度～令和
６年度）に定める 

30分以上の運動を週
２回以上、１年以上続
けている人の割合 

特定健康診査の 
受診率 

(令和元年)33.4％       44％  

 

 

 

 

 

  

文中において、下線がついている項目・事業については、【主な事業の目標値】として

目標値を掲げ各施策ごとに記載をしています。（以下の施策についても同様。） 
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２ 生きがいづくり 

高齢者のニーズを捉えながら、地域活動や講座やイベントの開催、ボランテ

ィア活動の充実等、高齢者の知識や経験を生かした活動の支援を行います。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

７ 
生涯スポーツの
推進 

①高齢期を迎えても、スポーツを通じた健康と生きが
いづくりに資するように軽スポーツ等の普及に努
めます。 

②高齢者の健康づくりに関する各種の取り組みを支
援します。 

◎各地域におけるスポーツ推進事業の支援 

◎健友連合会各種事業への支援 

文化スポーツ課 

８ 生涯学習の推進 

①地域づくり型生涯学習の推進を通し、生涯学習の活
動が多様な生きがいづくりにつながるよう、各種事
業を実施します。 

◎地区センターにおける地域づくりにつながる各
種講座の開催 

◎生涯学習団体等と協力・連携して、生涯学習ボラ
ンティアを育成 

◎生涯学習 楽・学講座※の啓発と開催 

地域振興課 

９ 
健友連合会活動
の推進 

①健友連合会の各種事業の支援を行い、高齢者の仲間
づくり、通いの場づくりを促進します。 

◎サロンなど「通いの場」づくり、男性参加者の増
加等 

②新型コロナウイルス感染症の予防対策マニュアル
を配付する等の情報提供を行い、サロンの運営を支
援します。 

③健友連合会の取り組みを、地域貢献や地域福祉活動
へ発展させていけるよう支援します。 

◎健友連合会による高齢者見守り活動 

◎健友連合会による地域支え合い活動 

高齢福祉課 
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３ 社会参加と就労 

高齢者が豊富な知識や経験を生かしながら自らが支える側となって活躍し、

いつまでも健康で生きがいをもって生活できるよう、社会参加を促進する体制

づくりを目指します。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

10 
地域活動への参
加のきっかけづ
くり 

①高齢期を迎え、地域に貢献したいと考えている方を
対象に、地域での支え合い活動に参加するきっかけ
づくりとして「地域支え合い・介護基礎講座」（ボラ
ンティアの養成講座）を開催します。また、講座受
講者が地域のさまざまな活動に参加できる仕組み
を構築します。 

◎定期的な「地域支え合い・介護基礎講座」の開催 

◎地域で行われている地域支え合い活動の紹介 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

11 就労機会の確保 

①ハローワーク等関係機関との連携により、働く意欲
のある高齢者の就労につながるよう情報発信に努
めます。 

②「生涯現役社会※」の実現に向けて、シルバー人材セ
ンターの会員の確保や高齢者の多様な就業ニーズ
に応じた就業機会の提供活動を支援します。また、
役割がある形での高齢者の社会参加等を促進する
ための、就労的活動支援コーディネーター※の配置
について、検討します。 

産業振興課
高齢福祉課 

12 
老人福祉センタ
ーの運営 

①可児川苑、福寿苑、やすらぎ館３施設の老人福祉セ
ンターでは、健康相談や教養講座、機能維持・回復
訓練を担う施設として、指定管理者と連携し一層の
サービス向上に努めます。 

②介護予防講座や健康体操など健康づくりや教養講
座を企画開催し、高齢者が豊かな毎日を過ごせるよ
う支援します。 

高齢福祉課 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

地域支え合い・ 

介護基礎講座の開催 
年間 ２回 年間 ４回 

講座メニューを増や
し定期的に開催 
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４ 一般介護予防事業の推進 重点 

高齢者が、できる限り介護が必要な状態（要介護状態）にならないように、

また、要介護状態となってもできる限りその悪化を防ぐように、高齢者の生活

の質の向上を目指し、自立支援のための効果的な介護予防の取り組みを推進し

ます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

13 
地域のサロンや
「通いの場」への
支援 

①理学療法士や歯科衛生士・栄養士などの専門職を地域
のサロンや「通いの場」へ派遣します。また、介護予
防に関する知識や運動の普及・継続促進を目指しま
す。 

◎地域リハビリテーション活動支援事業（元気はつら
つ教室、お口健やか教室）の推進 

②気軽にできるＫ体操※を地域のサロンや「通いの場」で
継続して行っていただけるようＤＶＤなどを活用し
普及啓発します。 

◎Ｋ体操の普及・啓発 

高齢福祉課 

14 
まちかど運動教
室の設置、運営 

①高齢者が通いやすく、楽しく行える「まちかど運動教
室」の設置を推進します。地域の集会所など参加しや
すい場所を提供していただき、運動指導士などを派
遣、認知症予防・介護予防体操を行います。 

◎まちかど運動教室の設置 

②まちかど運動教室は、参加者を登録制とし、参加者の
体調確認、参加者同士の距離の確保等、新しい生活様
式に則した運営を行います。 

高齢福祉課 

15 
口腔機能の予防
教室の開催 

①口腔内の健康を維持することの大切さを啓発します。
また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施にお
いて口腔歯科検診などで注意が必要な方に呼び掛け
ながら口腔の予防教室を開催します。 

◎おいしく歯歯歯教室の開催 

高齢福祉課 

16 
認知症予防のた
めの取り組み 

①認知症に対する理解を深め、予防に資する運動（コグ
ニサイズ※）を普及する認知症予防教室などを開催し、
開催後は継続した教室となるよう支援します。 

◎認知症予防教室の新規開催と継続支援 

②認知症初期の方や家族のための軽度認知障がい（ＭＣ
Ｉ）※を理解する講座と相談会を開催します。 

◎認知症知っ得講座・相談会の開催 

③認知症に関する理解と予防を啓発していくためのフ
ォーラムや講演会などを開催します。 

高齢福祉課 

17 

保険者機能強化推

進交付金等の活用 

新規 

①岐阜県と連携しながら、保険者機能強化推進交付金※

等の評価結果を活用し、高齢者の自立支援及び重度化
防止に向けた取り組みを行います。 

高齢福祉課 
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No. 事業名 事業概要 主担当課 

18 

高齢者の保健事
業と介護予防の
一体的実施 

新規 

①高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援
を実施するため、ＫＤＢシステム※によるデータ分析、
健康課題がある人へのアウトリーチ支援、医療専門職
等の通いの場への参画、支援メニューの改善等後期高
齢者の保健事業について、後期高齢者医療広域連合と
連携を図り、地域支援事業や国民健康保険の保健事業
と一体的に実施します。またデータ活用においては、
個人情報の取扱いに十分配慮した環境整備に取り組
みます。 

高齢福祉課 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

元気はつらつ教室 ８会場 35会場 
理学療法士によるサ
ロン等の訪問支援 

お口健やか教室 ８会場 25会場 
歯科衛生士・栄養士に
よるサロン等の訪問
支援 

月２回以上開催して
いる「通いの場」への
参加者数 

24,572人 43,848人 人数は延べ人数 

まちかど運動教室の
参加者数 

603人 660人 
人数は教室単位の平
均人数の合計 

おいしく歯歯歯教室 ５会場 ６会場 
歯科医師会の協力を
得て、歯科医院でも開
催 

認知症予防教室 ７会場で開催 ８会場で開催 
14地区順番に開催す
る 

 

  

まちかど運動教室 



 
69 

 

基本目標Ⅱ．地域のあらゆる団体が連携して見守り・支え合え
るまちづくり〈共助〉 

１ 地域内の見守り活動の推進 

高齢者の地域での生活を支える重層的な支援体制の構築が必要であり、地域

での見守りや支え合いを強化していきます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

19 
民生委員を中心
とした見守り体
制 

①民生委員による見守り対象者の把握と定期的な見
守り活動を支援します。 

②地域福祉協力者が、民生委員による見守り活動と連
携、補完できるよう広く啓発します。 

③地域見守り協力事業者として活動していただける
事業所の増加に向けた啓発に努めます。 

④高齢者を孤立させないため、75歳以上の方への「あ
んきクラブ便り※」の配布、民生委員と連携して高
齢者の訪問を行う高齢者孤立防止事業を推進しま
す。 

高齢福祉課 

20 
行方不明者への
対応 

①徘徊高齢者や行方不明者が発生した際に、防災行政
無線等で周知するとともに、介護関係事業者等と効
果的に連携できる仕組みづくりを行います。 

②地域で見守り活動を行う団体がある場合、地域での
捜索活動などを行うことができる体制づくりを推
進します。 

防災安全課 

高齢福祉課 

21 
公的サービスと
地域のサービス
の連携 

①緊急通報システムや安否確認・配食サービスの利用
者について、本人同意のもと、地域で見守り活動を
行う団体と情報連携を図ります。 

高齢福祉課 

22 
災害時の備えと
安否確認 

①災害時における安否確認が迅速にできるよう、民生
委員による要援護者調査を実施し、対象者を把握し
ます。 

②避難行動要支援者※名簿を、自治（連合）会、民生委
員、警察、消防署に配付し、非常時だけでなく、避
難訓練等の平常時にも使用してもらうことで、災害
時に備えます。 

高齢福祉課 

防災安全課 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

地域見守り団体との
連携 

２団体 ５団体 各年度１団体増加 
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２ 地域支え合い活動の推進 

地域共生社会の実現に向けて、誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生

活を送ることができるよう、支援が必要な高齢者等の日常生活や健康を地域住

民等で支え合うとともに、安否確認や見守りを兼ねたサービス等の充実を図り

ます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

23 
地域支え合い活
動の推進 

①地域の特性に応じ、地域住民自ら行う地域内の支え
合い活動が活性化するよう活動開始時の支援と運
営費の助成を行います。 

◎地域支え合い活動の活性化支援 

②地域支え合い活動を行う団体同士の意見交換や情
報共有の場をつくります。 

高齢福祉課 

24 
地域福祉活動の
活性化 

①身近な場所で積極的に地域福祉活動が行われるよ
う、各地区社会福祉協議会※の活動を支援します。 

②ホームページや社協だより、各地区の社協会報等
で、地域支え合い活動に参加を促す啓発に努めま
す。 

③各地区社会福祉協議会で、地域福祉に関する意見交
換や課題解決に向けた継続的な話し合いの場（地域
福祉懇話会）が行われるよう支援します。 

社会福祉協議会 

25 
サロン等の活性
化 

①サロンの立ち上げや各種相談に応じ、円滑に継続し
て活動できるよう支援します。また、より多くのサ
ロンが立ち上がるよう、各地域の団体等に説明しま
す。 

②社会福祉協議会では、サロン活動助成を通して活動
の活性化を図ります。 

③理学療法士や歯科衛生士・栄養士などの専門職を地
域のサロンや「通いの場」へ派遣します。介護予防
に関する知識や運動の普及・継続促進を目指しま
す。【再掲】 

④新型コロナウイルス感染症の予防対策マニュアル
を配付する等の情報提供を行い、サロンの運営を支
援します。 

⑤サロンを運営される方の意見交換や情報共有の場
を、継続・充実します。 

⑥サロンに携わるスタッフのスキルアップを目的と
した講座について、運営される方と協議しながら実
施します。 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

26 
地域支え愛ポイ
ント制度の推進 

①地域のボランティア活動への参加促進と、参加する
市民の生きがいづくりを「地域支え愛ポイント制
度」により応援します。 

◎支え愛地域づくり事業（対象活動の追加・見直し） 

地域振興課 

社会福祉協議会 
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【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

地域支え合い活動団
体数 

34団体 37団体 各年度１団体増加 

地域支え合い活動団
体の意見交換・情報共
有の場 

-  年間 ２回 
 

 

３ 地域の生活支援体制整備 

ひとり暮らし高齢者や老老介護世帯など、日常生活の支援が必要な人や家庭

のニーズにあった多様な生活支援サービスを地域で提供し、在宅生活を支援し

ます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

27 
全市の支え合い
活動活性化に向
けた取り組み 

①全市の支え合い活動の活性化に向けて可児あんし
んづくりサポート委員会（第一層協議体※）を運営
し、各地区の支え合い活動の推進と全市における機
運づくりに努めます。 

②出席者の入室時の体温確認や手指消毒など、新しい
生活様式に則した形の会議を実施します。 

③下記28の地域福祉懇話会の活動状況をまとめ、全市
での課題把握や企画提案を行います。 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

28 
各地区の支え合
い活動活性化に
向けた取り組み 

①各地の地域福祉懇話会（第二層協議体）が、自発的
かつ継続的な話し合いの場として活性化するよう
に支援します。  

②令和２年度より市社協に委託した生活支援コーデ
ィネーターを地域福祉懇話会に配置し、地域福祉懇
話会と協働で、地域課題やニーズを把握し、担い手
の養成や地域のサービスづくり、関係者のネットワ
ーク化を推進します。 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

29 

生活支援体制整
備や地域支え合
い活動活性化に
向けた機運づく
り 

①支え合いの地域づくりに向けた機運を醸成してい
くための「フォーラム」や「講演会」を実施します。 

 実施については、新しい生活様式に則し、会場の入
場者の制限やＩＣＴを活用した講演会の開催等、感
染症予防対策を講じます。 

◎支え合いの地域づくりフォーラムの開催 

②地域の支え合い活動をまとめた冊子を作成し、医療
や介護の関係者に周知・広報します。 

◎地域支え合い活動情報冊子の作成 

高齢福祉課 
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【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

可児あんしんづくり
サポート委員会の協
議 

年間 10回 年間 12回 
 

第二層協議体の運営
実施地域数 

２地区 14地区 
自治連合会単位での
設置 

支え合いの地域づく
りフォーラムの開催 

-  年間 １回 
 

 

４ 在宅医療・介護連携の推進 重点 

高齢者が、できる限り自宅等の住み慣れた地域で療養し、自分らしい生活を

続けられるよう、在宅医療と介護が一体的に提供される体制を構築するととも

に、多職種が協働・連携し在宅医療・介護を包括的かつ継続的に提供できる体

制の構築を推進します。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

30 
医療・介護関係者 

の連携体制整備 

①関係者で協議しながら、在宅で暮らす高齢者の入退
院時や医療と介護サービスの提供を受けている方に
関わる専門職の連携体制を強化します。 

◎「在宅医療・介護連携プロジェクトチーム」（かけ
そばネット）の運営 

◎医療・介護情報共有の仕組みの構築（情報共有シ
ートやノート、ＩＣＴ※の活用など） 

②新しい生活様式に則した会合やリモート会議、ある
いは会員同士の双方向コミュニケーションツールの
活用等で話し合いを進めていきます。 

③在宅医療と在宅介護が切れ目なく提供される体制を
構築するため、医療・介護関係者と地域にあった必
要な取り組みを検討します。 

高齢福祉課 

31 
在宅医療・介護に 

関する相談窓口 

①現在、可児市地域包括支援センター内に設置してい
る在宅医療・介護関係者の連携窓口及び市民からの
相談窓口のうち、在宅医療・介護関係者の連携窓口
については、地域の医療関係者と介護関係者の連携
調整等をより速やかに行うことができるよう、在宅
医療・介護連携コーディネーターを設置し、委託す
ることを検討します。 

②現在設置されている「可児地域在宅歯科医療連携室
※」を支援するとともに、上記①の相談窓口への統合・
連携について検討します。 

高齢福祉課 

32 

医療・介護関係者 

の研修と市民へ
の普及啓発 

①医療・介護関係者の連携のため、相互理解を深める
ための研修会や勉強会を開催します。 

②在宅医療・介護への理解を深めてもらうため、市民
向けフォーラムや講演会を開催するとともに、広報
紙やホームページ等で情報提供します。 

高齢福祉課 
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No. 事業名 事業概要 主担当課 

33 

看取り※への対応
強化 

新規 

①医療・介護関係者の連携の中で、「本人の人生最終段
階において送りたい生活」の意思に対応できるよう、
課題を整理し、対応策を検討します。 

②在宅での看取りについての認識と理解を深めてもら
うため、市民向けのフォーラムや講演会を開催する
とともに、広報紙やホームページ等で情報提供しま
す。 

 ◎エンディングノートの配布 

高齢福祉課 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

在宅医療・介護連携プ
ロジェクトチームの
開催 

-  年間 １2回 
 

医療介護情報共有ツ
ールの運用 

１ツール ２ツール 
 

医療・介護関係者の研
修会 

-  年間 ３回 
 

在宅医療の市民向け
フォーラム 

-  年間 １回 
 

 

  

在宅医療市民向けフォーラム 
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５ 地域ケア会議の推進 

地域ケア会議を充実し、個別ケースに関する対策の検討・情報交換を行い、

地域資源の状況や不足しているサービスなどの地域課題をくみ取り、地域への

展開に向けて取り組みます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

34 
地域ケア個別会 

議の開催 

①地域ケア個別会議を定期的に開催し、介護等が必要
な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体
で支援するとともに、地域課題を把握・共有します。 

②出席者の入室時の体温確認や手指消毒など、新しい
生活様式に則した形の会議を実施します。 

高齢福祉課 

35 
地域ケア推進会 

議への支援 

①地域ケア個別会議で共有された地域課題を、地域福
祉懇話会（第二層協議体）で話し合うことができる
よう支援します。合わせて、地域内の支え合い活動
の取り組みにつなげられるよう支援します。 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

36 他職種の連携 
①医療・介護の専門職種が、地域で開催される地域ケ
ア個別（推進）会議に参画していくことで、地域と
の連携体制づくりを推進します。 

高齢福祉課 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

地域ケア個別会議の
開催数及び検討事例
数 

年間18回 

事例数36件 

年間24回 

事例数48件 
毎月２回の開催 

地域ケア推進会議へ
の情報提供回数 

- ２回 
 

  



 
75 

 

基本目標Ⅲ．適切なサービスが過不足なく提供され安気に暮ら
せるまちづくり〈公助〉 

１ 地域包括支援センターの運営 

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるように、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、地域包括支援セ

ンターの機能強化に努めます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

37 
地域包括支援セ
ンターの機能強
化（運営） 

①直営包括は、委託包括支援センター間の総合調整や
後方支援等を担う基幹的役割を果たします。 

②認知症等の特定分野の機能強化型の地域包括支援
センター設置に向けて検討します。 

高齢福祉課 

38 
地域包括支援セ
ンター及びケア
プランの評価 

①国から示される評価基準を用いた地域包括支援セ
ンターの評価を実施していきます。 

②地域包括支援センターが作成する介護予防ケアマ
ネジメントについて、定期的に開催する「地域ケア
個別会議」において、多職種の視点からの助言や評
価を行います。 

高齢福祉課 

39 総合相談支援事業 

①高齢者の生活実態や必要な支援を把握し、生活や介
護に関する相談を受け、適切なサービス、地域の支
援につなげます。 

②地域包括支援センターの相談機能を身近な所で享
受できるよう、地域の関係者と連携した出張相談を
行います。 

◎もの忘れ・困りごと相談の開催 

高齢福祉課 

40 
包括的・継続的ケ
アマネジメント 

①市内の介護支援専門員で組織される「ケアネット可
児
※
」に対し、必要な情報提供を行っていきます。 

高齢福祉課 

介護保険課 
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２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 重点 

在宅での生活を支援するため、介護予防・日常生活支援総合事業をはじめ、

さまざまなサービスを実施していますが、高齢者のニーズと実態に合わせて、

適切なサービス提供を行うコーディネート機能の強化を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

41 
介護予防・生活支
援サービスの充
実と見直し 

①平成28年度から実施している介護予防・生活支援サ
ービス事業について、多様な主体によるサービスを
増加させます。また、サービスＢを要介護者が利用
できる仕組みを検討します。 

◎住民主体によるサービスＢの充実 

②短期集中予防サービス（サービスＣ）の提供手法に
ついて検討します。また、サービス終了後に通いの
場へつなぐ仕組みを検討します。 

③多様なサービスを充実させるという観点から、事業
所指定制限の継続か解除かを判断していきます。 

※通所介護相当サービス・通所型サービスＡ（緩和
基準） 

高齢福祉課 

介護保険課 

42 
生活支援サービ
スの担い手の養
成 

①生活支援サービスの従事者や地域の支え合い活動
への参加を考えている方を対象に、高齢者に対応す
るための知識や介護技術を習得するための「地域支
え合い・介護基礎講座」【再掲】を開催します。 

②講座修了者が生活支援の担い手として活躍してい
ただけるよう、生活支援サービスや地域支え合い活
動団体の紹介を行います。【再掲】 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

43 

地域の多様な主
体との連携によ
る介護予防の推
進 

新規 

①地域のＮＰＯ法人、大学等の多様な主体と連携して
介護予防の取り組みを進めるための体制を構築し
ます。 

高齢福祉課 

44 
介護予防ケアマ
ネジメント 

①総合事業対象者の心身の状況に応じて、適正なサー
ビス等が効率的に提供されるよう、専門的視点から
介護予防ケアマネジメントを行います。 

②介護予防ケアマネジメントの充実を図るために、地
域ケア個別会議等、多職種による検討の場を設けま
す。 

高齢福祉課 
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【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

住民主体のサービス
Ｂの登録団体数及び
利用者数 

11団体 

25人 

15団体 

35人 

 

前期高齢者の要介護
認定率 

(令和２年７月)3.6% 3.8%未満 
 

後期高齢者の要介護
認定率 

(令和２年７月)29.1% 30.0％未満 
 

要支援認定者の重度
化率 

要支援１：40.4％ 

要支援２：33.7％ 

要支援１：40％以下 

要支援２：32％以下 

重度化率は、令和２年
４月１日～８月31日
のデータによる。 

 

３ 認知症施策の推進 重点 

認知症高齢者に対する地域での支援の充実を図っていきます。認知症予防の

取り組みの強化、早期発見・早期対応の体制強化に努めるとともに、地域で認

知症サポーター等、ボランティアや地域住民による見守りネットワークを構築

し、住み慣れた場所で安心して暮らせる地域をつくります。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

45 
認知症予防のた
めの取り組み 
【再掲】 

①認知症に対する理解を深め、予防に資する運動（コ
グニサイズ）を普及する認知症予防教室などを開催
し、開催後は継続した教室となるよう支援します。 

◎認知症予防教室の新規開催と継続支援 

②認知症初期の方や家族のための軽度認知障がい（Ｍ
ＣＩ）を理解する講座と相談会を開催します。 

◎認知症知っ得講座・相談会の開催 

高齢福祉課 

46 
認知症ケアパス※

による適切な 
情報提供 

①認知症の状態に応じた適切なサービスが提供され
るよう、認知症ケアパスを関係機関へ周知するとと
もに、相談者に利用してもらえるよう配付します。 

高齢福祉課 

47 
認知症初期集中
支援チームの 
活動 

①専門医と専門職による「認知症初期集中支援チー
ム」では次の活動を行います。 

◎チームを広く周知し、認知症初期段階の支援対象
者を早期に発見します。 

◎認知症により支援等が必要な方に対して、適切な
医療や介護サービスの提供に早期につなげます。 

高齢福祉課 

48 
認知症カフェの
推進 

①認知症の方や介護者の社会参加、地域と専門職との
情報共有やお互いの理解などを目的とした「認知症
カフェ」が、地域のサロン、老人福祉センター、介
護事業所等多様な主体で開催されるよう支援しま
す。 

高齢福祉課 
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No. 事業名 事業概要 主担当課 

49 

認知症サポータ
ーの養成と活動
支援（チームオレ
ンジの設置） 

①認知症サポーター養成講座は、定期講座のほか認知
症の方と関わる機会が想定される小売業や金融機
関、公共交通機関等の職域での開催も進めます。 

②認知症サポーター養成講座を受講した方へのステ
ップアップ講座を充実し、チームオレンジの設置に
向けた人材の育成に努めます。 

高齢福祉課 

50 

認知症の普及啓
発・本人発信支援 

新規 

①必要に応じてオレンジプラン※の内容を改定しま
す。 

②アルツハイマー月間等の機会を活用し、認知症に関
する情報の発信を行います。 

③認知症カフェ等に認知症の方が参加することで、本
人の意見の把握ができるように努めます。 

高齢福祉課 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

認知症カフェの開催 １箇所 15箇所  

認知症サポーター 
養成数 

約9,000人 約10,500人 
各年度500人の養成を
目指します。 

 

４ 適切で過不足のない介護サービス 

たとえ介護が必要になっても、住み慣れた地域でいつでも安心して必要なサ

ービスの提供を受けられるよう、地域に密着したサービス提供体制の充実を目

指していきます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

51 
在宅サービスの
整備方針 

①訪問系サービス 

 令和元年度実施の在宅介護実態調査においても、平
成28年度調査時同様、訪問系サービスの利用が在宅
での生活継続に寄与しているとの結果が出たこと
から、第７期に続き訪問介護、訪問看護等の訪問系
サービスの充実に努めます。あわせて、短時間訪問
サービスの普及に努めます。 介護保険課 

②通所系サービス 

通所介護サービスは、一定程度整備できていると考
えます。定期巡回･随時対応型訪問介護看護や小規
模多機能型居宅介護等、多様なサービスを充実させ
るという観点から、指定制限の継続か解除かを判断
していきます。 
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No. 事業名 事業概要 主担当課 

52 
地域密着型サー
ビスの整備方針 

①訪問系サービス 

地域密着型サービスにおいても訪問系サービスの
充実を図ります。「定期巡回・随時対応型訪問介護看
護」、｢夜間対応型訪問介護｣については、今期も引き
続き事業所の開設に努めます。 

介護保険課 

②通所系サービス 

地域密着型通所介護については、引き続き「51.在宅
サービスの整備方針」同様､多様なサービスを充実
させる観点から、サービスの必要量を勘案（指定制
限の継続か解除か判断）していきます。なお、「認知
症対応型通所介護」については、現在市内に事業所
がないため、開設に努めます。 

③施設系サービス 

「地域密着型介護老人福祉施設」については、全体
の供給量、待機者状況、介護人材の確保状況等を総
合的に確認しながら整備に努めます。 

53 
施設サービスの
整備方針 

①「介護老人福祉施設」「特定施設入居者生活介護」等
の施設・居住系サービスについては、地域密着型サ
ービスで対応することとし、広域を対象とした施設
は整備しない方針とします。 

介護保険課 

54 
介護保険サービ
ス事業所の質の
向上 

①介護従事者の介護知識・技術の向上のため、会議や
研修等を通じて、介護サービスの質の向上を図りま
す。 

②市が指定権限を持つ地域密着型サービス事業所、介
護予防・日常生活支援総合事業実施事業所、居宅介
護支援事業所については、実地指導や集団指導にお
いて、事業運営等に関する各種基本方針を示すとと
もに、サービスの質の向上に向けた指導を行いま
す。 

③介護サービス相談員制度※の活用により、介護サー
ビスの質の向上を図ります。 

介護保険課 

55 

共生型サービス※

の充実 

新規 

①介護保険サービス事業者に高齢者と障がい者が共
生できるように理解を求め、「共生型サービス」の実
施を働きかけていきます。 

介護保険課 

福祉支援課 
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【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所
数 

１事業所 ２事業所 
事業者選定は公募に
よる 

夜間対応型訪問介護
事業所数 

- １事業所 
 

認知症対応型通所介
護事業所数 

- １事業所 
 

地域密着型介護老人
福祉施設数・定員 

３施設 

87人 

４施設 

116人 

事業者選定は公募に
よる 

実地指導事業所数及
び集団指導回数 

６施設 

１回 

24施設 

１回 

集団指導は年１回以
上 

 

５ 介護職員の確保対策と福祉への理解 重点 

介護職員の確保のため、介護サービス事業所への新規就職者の確保及び介護

職員の離職防止と定着促進、福祉教育の推進を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

56 

介護サービスへ
の新規就職者の
確保及び離職者
の呼び戻し 

①ハローワーク等関係機関と連携し、就職説明会を開
催するなど介護人材の確保に努めます。 

②国・県が進める人材確保対策事業の活用について、
事業所への周知に努めます。 

③市内の小学校や中学校等と連携し、介護の仕事への
理解を促進し、やりがいや魅力を伝える機会を設け
ます。 

④介護サービス事業所等に対し、市産業振興課主管の
「可児の企業魅力発見フェア」等の企業展への出展
を促し、近隣高校生とのマッチングを促進します。 

介護保険課 

57 
介護職員の離職
防止と定着促進 

①事業者と連携し研修会を実施するなど、介護職員の
離職防止に努めます。 

②介護職員処遇改善加算未申請事業所への制度の周
知、並びに制度の普及啓発に努めます。 

介護保険課 

58 福祉教育の推進 

①地域でのふれあい活動等の体験的な活動を通して、
高齢者福祉や障がい者福祉について学ぶことで、高
齢者や障がい者をより身近な存在として感じ、思い
やりの心を育みます。 

◎「総合的な学習の時間」における福祉教育 

◎福祉協力校としての福祉事業の推進 

学校教育課 

59 

県との連携によ
る介護現場革新
に向けた先進事
例の周知・啓発 

新規 

①岐阜県と連携し、業務効率化や介護人材がやりがい
をもって働き続けられる環境づくりに取り組む事
業所を周知・啓発することで、市内に取り組みが広
がるようにしていきます。 

介護保険課 
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No. 事業名 事業概要 主担当課 

60 

業務の効率化の
取り組みの推進 

新規 

①個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素
化、様式例の活用による標準化及びＩＣＴ等の活用
を進め、介護事業者及び自治体の業務効率化に取り
組みます。 

介護保険課 

61 

多様な人材の 

確保 

新規 

①専門職が、資格を必要とする業務に集中できるよ
う、周辺業務に対するボランティア活動を支援しま
す。 

 

介護保険課 

社会福祉協議会 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

離職防止研修会等 １回 ２回 階層別介護職員研修 
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６ 介護給付等に要する費用の適正化 

国が示す介護給付適正化計画に関する指針に基づき、持続可能な介護保険制

度の構築に資するため、介護給付の適正化事業を推進し、事業者に対し、受給

者が真に必要とするサービスの提供を行うよう促していくとともに、受給者に

対しても、制度への理解とサービスの適正利用を周知していきます。 

また、点検内容については常に充実させることができるよう検討を行い、主

要５事業以外についても積極的に行っていきます。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

62 
要介護認定の 
適正化 

①適正な認定調査が実施できるよう、業務分析データ
を活用し研修を行い、調査員の平準化を図ります。
職員による認定調査票の全件チェックを実施しま
す。 

介護保険課 

63 
ケアプランの 
点検 

①個々の受給者が真に必要なサービスを受けること
ができるよう、適切なケアプランとなっているか点
検します。 

介護保険課 

64 
住宅改修等の 
点検 

①住宅改修や福祉用具について、書類による点検と訪
問による点検を行います。 

介護保険課 

65 
縦覧点検・医療 
情報との突合 

①国保連合会の支援を受けながら点検を行います。 介護保険課 

66 
介護給付費通知
の送付 

①介護保険に対する理解を深めるとともに、サービス
の適正利用、適正請求に向けて、受給者に給付費通
知を送付します。 

介護保険課 

 

【主な事業の目標値】 

事業名 基準年（令和２年） 目標年（令和５年） 備考 

認定調査票の書面チ
ェック 

100% 100% 
 

認定調査員の研修 年２回 年２回  

ケアプラン点検 16件 16件  

住宅改修・福祉用具の
訪問点検 

各５件 各６件 
 

縦覧点検・医療情報と
の突合 

100% 100% 
 

介護給付費通知 
年２回 

（直近２カ月分） 

年２回 

（直近２カ月分） 
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７ 安心して暮らせる生活環境の整備 

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活を営めるよう、住ま

いづくりや防災体制の充実とともに、全ての市民が個人として尊重され、個人

の尊厳にふさわしい生活を営むことができる社会の形成を目指します。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

67 
公共交通による
移動支援 

①可児市コミュニティバス（さつきバス、電話で予約
バス、おでかけしよKar Ｋバス）の運行とＹＡＯバ
ス、民間路線バスへの運行支援を行うことにより、
高齢者の移動手段の確保に努めます。 

都市計画課 

68 
運転免許証自主
返納者への対応 

①運転免許証自主返納者に対し、さつきバス、電話で
予約バス、民間路線バス（帷子線）のバス回数券を
交付し、体験乗車することで返納後の移動手段の一
つとしてバスも選択できるよう支援します。 

都市計画課 

69 
地域での移動 
支援 

①地域での移動支援サービスがより実施しやすくな
る仕組みや支援策を検討します。 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

70 消費者被害防止 

①消費生活相談の実施により、高齢の相談者の消費ト
ラブルや被害の防止、解決に努めるとともに、地域
包括支援センター等関係機関との連携により見守
りが必要な高齢者の被害防止を図ります。 

②高齢者サロン等での出前講座や「すぐメールかに」
の消費者見守り情報の配信等により、消費者被害防
止を図ります。 

産業振興課 

71 
高齢者虐待の 
防止 

①地域包括支援センター、介護支援専門員、介護従事
者、民生委員などとの連携を図り、高齢者虐待防止
の啓発活動を進めるとともに、虐待の早期発見・対
応に努めます。 

高齢福祉課 

介護保険課 

72 
権利擁護の推進
と成年後見制度
利用促進 

①判断能力が十分でない認知症高齢者が不利益を被
らないよう支援する成年後見制度について、可児市
権利擁護センターにおいて、その周知を図るととも
に市長申し立ての活用などにより制度の利用を支
援します。また、可児市成年後見利用促進基本計画
に基づき事業を推進します。 

②権利擁護に関する以下の事業を実施します。 

◎成年後見制度の周知と相談 

◎法人後見事業※の実施 

◎日常生活自立支援事業の周知・相談及び実施 

◎預託金によるサービス（死後事務委任） 

◎入退院時支援サービス 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 
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No. 事業名 事業概要 主担当課 

73 
高齢者世帯の安
心のための制度 

①定期的な安否確認と食の確保のため、「安否確認・配
食サービス」事業を実施します。 

②高齢者世帯の緊急時の対応、生活上の相談・安否確
認のため、「緊急通報システム」事業を実施します。 

③両サービスについて、民間サービスとの比較、利用
者負担のあり方など、必要な見直しを行います。 

高齢福祉課 

74 
介護される家族
への支援 

①在宅で介護をする方への支援として実施している
「介護用品購入助成」事業について、将来にわたり
継続できる内容となるよう定期的に見直しを図り
ながら実施します。 

高齢福祉課 

75 

災害・感染症対策
に関する体制整
備 

新規 

①市内介護保険施設の避難行動計画の策定、訓練を支
援します。 

②市内介護保険施設等での感染拡大防止、収束に向
け、県・保健所・市感染症対策本部と連携できる体
制を作ります。また市内介護保険施設等に情報提供
を行います。 

介護保険課 

 

８ 高齢者の住まいの確保 

高齢者が安心して暮らせるように、多様なニーズを踏まえて有料老人ホーム

やサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者居住安定確保のための施策の推進

を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

No. 事業名 事業概要 主担当課 

76 高齢者の住まい 

①有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等
の供給量については、介護保険サービスを含め総合
的に検討していく必要があることから、高齢者の住
宅ニーズの把握と県住宅部局との連携に努めます。 

施設住宅課
介護保険課 

77 
養護老人ホーム※

の入所措置 

①環境上の理由及び経済的理由により、居宅にて生活
することが困難な高齢者に対し、関係者等との連
絡・調整を図りながら、養護老人ホームへの入所を
措置します。 

高齢福祉課 

78 
虚弱高齢者ショ
ートステイ事業 

①緊急に養護が必要と認められる高齢者に対し、生活
の安定が図れるよう、施設への一時的な入所を行い
ます。 

高齢福祉課 
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第 章    サービス事業量と保険料 

 

 

１ サービス事業量と保険料の算定方法 

以下のような流れに沿って、令和３年度から令和５年度までの介護保険料を

算出します。 

 

■サービス見込み量・保険料の算定フロー 

➀ 被保険者数の推計（Ｐ７） 

令和３年度から令和22年度の男女別５歳区切りの人口推計（住民基本台帳
をベースとして、コーホート変化率法で推計） 

 

② 要介護認定者数の推計（Ｐ86） 

男女別、年齢別、要支援・要介護度別の認定率をもとに、推計人口を掛け
合わせて算出 

 

③ 施設・居住系サービスの利用者数の推計（Ｐ87～88） 

介護保険施設サービス＋居住系サービスの利用者数見込みを算出（市内の
施設整備動向やアンケートからの市民ニーズ等を踏まえ、調整） 

 

④ 居宅サービス利用者数の推計（Ｐ87～88） 

認定者推計から施設・居住系サービス利用者数推計を引いて、居宅サービ
ス受給率を掛け合わせて算出 

 

⑤ 総給付費の推計（Ｐ90～93） 

利用者数推計にサービス別・要介護度別の一人当たり給付額（実績からの
推計）を掛け合わせて算出 

 

⑥ 第１号被保険者保険料額の設定（Ｐ96） 

総給付費に諸費用を加算し、所得段階別被保険者数で割って、第１号被保
険者保険料額を算出 

 

※施設サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療
院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

※居住系サービス：特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護 
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２ 要支援・要介護認定者数の推計 

本市の要支援・要介護認定者数の総数は、第１号被保険者数の増加と合わせ

て継続して増加しており、今後も増加することが見込まれます。 

単位：人 

区分 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度 

総数 4,127 4,407 4,542  4,756   4,978   5,183   5,546  7,113 

 要支援１ 466 616 715     812     850     892     952   1,026 

要支援２ 693 719 701     718     751     792     847   1,022 

要介護 1 953 992 1,065   1,121   1,171   1,211   1,302   1,641 

要介護２ 651 696 698     719     753     780     835   1,110 

要介護３ 430 433 445     456     480     499     529     741 

要介護４ 539 536 542     560     591     614     660   1,001 

要介護５ 395 415 376     370     382     395     421     572  

 うち１号 
被保険者数 

4,032 4,313 4,455   4,669   4,891   5,095   5,458   7,036 

 要支援１ 459 612 713     810     848     890     950   1,024 

要支援２ 685 712 690     706     739     780     835   1,011 

要介護 1 930 968 1,043   1,099   1,150   1,190   1,281   1,622 

要介護２ 637 678 685     706     740     767     822   1,099   

要介護３ 416 420 431     443     467     486     516     729  

要介護４ 524 523 535     554     585     607     653     995 

要介護５ 381 400 358     351     362     375     401     556 

資料：令和２年度までは実績値（平成 30～令和２年度は介護保険事業状況報告９月月報、令和３年

度以降は地域包括ケア「見える化」システムを用いた推計値(平成 30年度から令和２年度の

2分の 1の伸びを利用。)） 

 
■１号被保険者のうち、要支援・要介護認定者数の推計 
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３ 介護（介護予防）サービスの第８期計画期間の推計 

 

①介護サービス利用者数の推計  

単位：人 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

居宅サービス 

 

訪問介護   480   516   533   553   753 

訪問入浴介護    44    49      48    50      72 

訪問看護     289     307     317     328     448 

訪問リハビリテーション      57      63      65      68      93 

居宅療養管理指導     636     689     709     733    1,008 

通所介護     975    1,061    1,121   1,170    1,557 

通所リハビリテーション     299     320     330     343      460 

短期入所生活介護     312     342     357     368     512 

短期入所療養介護（老健）      27      29      30      32       43 

短期入所療養介護（病院等）    0    0    0    0    0 

短期入所療養介護（介護医療
院） 

      0       1       1       1       1 

福祉用具貸与    1,247    1,362    1,421    1,475    1,994 

特定福祉用具購入費       18       19       21       22       29 

住宅改修費       20       24       24       25       33 

特定施設入居者生活介護       64       68       70    74      104 

居宅サービス小計    4,468    4,850    5,047    5,242    7,107 

地域密着型サ-ビス 

 

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護 

      11       27       33       30       30 

夜間対応型訪問介護        0        0        0        0        0 

認知症対応型通所介護        7        9        9       10        9 

小規模多機能型居宅介護       49       52       54       56       76 

認知症対応型共同生活介護      178      178      178      215      291 

地域密着型特定施設入居者
生活介護 

       0        0        0        0        0 

地域密着型介護老人福祉 
施設入所者生活介護 

      89       89      118      118      162 

看護小規模多機能型居宅 
介護 

      27        28       28       29       40 

地域密着型通所介護      267      283      293       305      411 

地域密着型サービス小計      628      666      713       763     1,019 
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区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

施設サービス 

 

介護老人福祉施設      330      330      330        379      541 

介護老人保健施設      251      251      251        303      418 

介護医療院（令和５年度までは
介護療養型医療施設を含む） 

      34       36      40       40       45 

施設サービス小計      615      617      621      722    1,004 

居宅介護支援    1,847    1,962    2,022    2,104    2,828 

注１：利用者数の推計値には、地域医療構想に基づき医療病床等から転換され「介護施設・在宅医療

等」で対応すべき見込み値（人数）及び介護離職ゼロに対応した見込み値(人数)を含んでい

る。 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システムを用いた推計値（１月当たりの利用者数） 

 

②介護予防サービス利用者数の推計 

単位：人 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

居宅サービス 

 

介護予防訪問入浴介護         0         0         0         0         0 

介護予防訪問看護        44        46        48       50        60 

介護予防訪問 
リハビリテーション 

        8         9         9        10        11 

介護予防居宅療養管理指導        35        38        39        41        49 

介護予防通所 
リハビリテーション 

      126       131       138       148       170 

介護予防短期入所生活介護        10        11        11        13        14 

介護予防短期入所療養介護
（老健） 

        0         0         0         0         0 

介護予防短期入所療養介護
（病院等） 

        0         0         0         0         0 

介護予防短期入所療養介護
（介護医療院） 

        0         0         0         0         0 

介護予防福祉用具貸与       310       323       336       359       417 

介護予防特定福祉用具購入費         6         7         8        8        9 

介護予防住宅改修費        15        17        17        19        21 

介護予防特定施設入居者 
生活介護 

       13        14        14        16        17 

居宅サービス小計       567       596       620       664       768 

地域密着型サ-ビス 

 

介護予防認知症対応型通所介護         1         1         2         1         1 

介護予防小規模多機能型居宅介護         3         3         3         3         4 

介護予防認知症対応型共同
生活介護 

        2         2         2         3         3 

地域密着型サービス小計         6         6         7         7         8 

介護予防支援       422       435       461       491       572 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システムを用いた推計値（１月当たりの利用者数） 
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③介護予防・日常生活支援総合事業の利用者数の推計 

単位：人 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

介護予防・生活支援サービス事業 

 

訪問介護相当サービス       144       153      164       181       179 

訪問型サービスＡ 
（緩和したサービス） 

       36        38          41         45        45 

訪問型サービスＢ 
（住民主体のサービス） 

     48        51       55        61        61 

訪問型サービスＣ 
（短期集中予防サービス） 

0 10 12 16 26 

通所介護相当サービス       342       363      390       431       424 

通所型サービスＡ 
（緩和したサービス） 

      237       252      270       299       294 

通所型サービスＢ 
（住民主体のサービス） 

       28        30       33        37        37 
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４ 介護保険の総事業費の見込み 

 

①介護給付費の推計 

単位：千円 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

居宅サービス 

 

訪問介護 530,562 585,408 604,873 619,948 874,379 

訪問入浴介護 28,584 31,712 31,002 32,271 46,341 

訪問看護 142,358 151,638 156,707 161,888 223,026 

訪問リハビリテーション 22,611 24,979 25,751 27,085 36,722 

居宅療養管理指導 76,520 83,020 85,369 88,140 121,655 

通所介護 968,969 1,057,481 1,114,443 1,158,129 1,562,157 

通所リハビリテーション 224,914 242,849 251,272 259,645 354,178 

短期入所生活介護 432,723 479,665 502,142 514,610 730,791 

短期入所療養介護（老健） 29,320 31,895 32,693 34,859 47,090 

短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0 

短期入所療養介護 
（介護医療院） 

0 395 395 395 395 

福祉用具貸与 173,579 189,786 197,236 203,315 280,929 

特定福祉用具購入費 5,705 6,002 6,684 6,988 9,203 

住宅改修費 22,290 26,593 26,593 27,756 36,511 

特定施設入居者生活介護 147,514 156,386 160,973 170,532 241,089 

地域密着型サ-ビス 

 

定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

12,162 30,415 36,955 34,216 33,862 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 9,817 11,663 12,435 13,530 12,435 

小規模多機能型居宅介護 116,254 123,271 126,678 130,699 181,077 

認知症対応型共同生活介護 551,229 551,159 550,772 665,403 902,240 

地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉 
施設入所者生活介護 

306,178 306,348 405,580 405,580 556,233 

看護小規模多機能型居宅介
護 

74,166 76,200 76,200 78,193 110,558 

地域密着型通所介護 245,637 262,815 271,894 281,574 386,230 
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区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

施設サービス 

 

介護老人福祉施設 1,056,657 1,057,243 1,057,243 1,217,935 1,739,410 

介護老人保健施設 825,137 825,595 825,595 989,218 1,369,817 

介護医療院（令和５年度までは 
介護療養型医療施設を含む） 

156,218 163,276 179,847 181,069 204,422 

居宅介護支援 329,982 351,799 362,715 376,579 509,375 

介護給付費合計 6,489,086 6,827,593 7,102,047 7,679,557 10,570,125 

注：端数処理の関係で、各年度の値の合計が一致しない場合がある。 

 

②介護予防給付費の推計 

単位：千円 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

居宅サービス 

 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 10,925 11,412 11,893 12,374 14,814 

介護予防訪問 
リハビリテーション 

2,972 3,364 3,364 3,730 4,095 

介護予防居宅療養管理指導 5,144 5,575 5,729 6,036 7,231 

介護予防通所 
リハビリテーション 

47,956 49,919 52,585 56,459 65,859 

介護予防短期入所生活介護 4,227 4,721 4,721 5,533 6,024 

介護予防短期入所療養介護
（老健） 

0 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護
（病院等） 

0 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護
（介護医療院） 

0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 19,587 20,381 21,192 22,641 26,360 

介護予防特定福祉用具購入費 1,534 1,748 2,025 2,025 2,301 

介護予防住宅改修費 17,918 20,298 20,298 22,679 25,102 

介護予防特定施設入居者 
生活介護 

11,922 12,626 12,626 14,498 15,672 

地域密着型サ-ビス 

 

介護予防認知症対応型通所介護 409 409 819 409 409 

介護予防小規模多機能型居宅介護 2,899 2,901 2,901 2,901 3,868 

介護予防認知症対応型共同
生活介護 

5,832 5,835 5,835 8,753 8,753 

介護予防支援 23,410 24,142 25,585 27,250 31,740 

介護予防給付費合計 154,735 163,331 169,573 185,288 212,228 

注：端数処理の関係で、各年度の値の合計が一致しない場合がある。 
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③標準給付費の推計 

単位：千円 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

総給付費 6,643,821 6,990,924 7,271,620 7,864,845 10,782,353 

特定入所者介護 
サービス費等給付額 

203,610 188,934 205,063 208,694 266,586 

高額介護サービス費等給付額 148,333 153,161 167,196 169,689 216,712 

高額医療合算介護 
サービス費等給付額 

25,569 26,671 27,017 29,537 35,520 

審査支払手数料 6,813 6,831 6,854 7,638 9,807 

標準給付費見込額 7,028,147 7,366,523 7,677,751 8,280,405 11,310,979 

３年間の標準給付費 22,072,422   

注：端数処理の関係で、各年度の値の合計が一致しない場合がある。 

 

④市町村特別給付※費の推計 

単位：千円 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

市町村特別給付費 28,732 29,674 30,893 33,127 45,640 
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⑤地域支援事業費の推計 

単位：千円 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

地域支援事業費 434,015 471,999 503,811 554,487 557,228 

 介護予防・日常生活 
支援総合事業費 

250,041 266,797 285,956 316,338 318,673 

 介護予防・生活支援 
サービス事業 

229,382 244,942 262,902 290,940 287,886 

 

生活支援サービス 
（訪問型サービス） 

31,883 35,079 37,785 42,096 42,705 

生活支援サービス 
（通所型サービス） 

174,965 185,918 199,453 220,479 217,233 

介護予防ケア 
マネジメント 

22,534 23,945 25,664 28,364 27,946 

一般介護予防事業 20,658 21,854 23,052 25,398 30,787 

 

介護予防普及啓発事業 7,404 8,138 8,871 10,338 14,005 

地域介護予防活動 
支援事業 

10,204 10,546 10,911 11,590 12,812 

地域リハビリテー 
ション活動支援事業 

3,050 3,170 3,270 3,470 3,970 

包括的支援事業・任意事業費 183,973 205,201 217,855 238,148 238,554 

 包括的支援事業 171,690 192,147 203,867 222,686 223,319 

 

地域包括支援センター運
営 

96,376 102,409 109,864 121,446 119,658 

生活支援体制整備 19,350 19,359 19,368 19,939 23,167 

在宅医療・介護連携推進 1,444 11,446 11,448 11,452 11,675 

認知症施策の推進 28,386 31,163 33,432 36,957 36,412 

地域ケア会議 26,132 27,768 29,753 32,890 32,405 

任意事業 12,283 13,054 13,987 15,462 15,234 

 
介護給付費適正化事業 1,860 1,865 1,875 1,880 1,890 

その他事業 10,423 11,189 12,112 13,582 13,344 

                   注：端数処理の関係で、各年度の値の合計が一致しない場合がある。 

 

⑥介護給付の総事業費 

標準給付費と市町村特別給付費及び地域支援事業費を合わせた、第８期計画

期間中の総事業費は次のとおりです。 

単位：円 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

総事業費 7,490,895,140 7,868,196,936 8,212,456,826 8,868,020,581 

３年間の総事業費 23,571,548,902   
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５ 持続可能性を確保するための制度改正 

   

介護保険制度の持続可能性を確保するため、以下のような制度改正が行われました。 

 

１．高額介護サービス費の見直し 

令和３年８月から、１カ月の自己負担額が上限を超えた場合に支給される「高

額介護サービス費」において、現役並み所得世帯（単身で年収約383万円以上）

の方の自己負担上限額の区分が細分化されます。 

対象者 自己負担上限額（世帯合計） 

現役並み所得世帯の方 44,400円 

 

 

 

２．補足給付（食費・居住費等）の見直し 

令和３年８月から、施設入所やショートステイにおける食費・居住費等の   

利用者負担軽減について、第３段階が２つに分けられ、食費の負担限度額も 

見直しされます。また、給付を受けるための資産要件である預貯金等の上限も 

段階別に見直しされます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現役並み所得世帯で、年収約 770万円未満の世帯の方  44,400円 

現役並み所得世帯で、年収約 1160万円未満の世帯の方 93,000円 

現役並み所得世帯で、年収約 1160万円以上の世帯の方 140,100円 

利用者負担段階 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 

第２段階 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で前年の合計

所得金額※+年金収入額が 80万円以下 

第３段階 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で前年の合計

所得金額+年金収入額が 80万円以上 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢年金受給者で、世帯全員が住民税非課税 

第２段階 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で前年の合計

所得金額+年金収入額が 80万円以下 

第３段階① 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で前年の合計

所得金額+年金収入額が 80万円超 120万円以下 

第３段階② 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で前年の合計

所得金額+年金収入額が 120万円超 
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１号被保険者

23.0%

２号被保険者

27.0%
市

12.5%

県

12.5%

国

20.0%

調整交付金

5.0%

１号被保険者

23.0%

２号被保険者

27.0%
市

12.5%

県

17.5%

国

15.0%

調整交付金

5.0%

１号被保険者

23.0%

２号被保険者

27.0%
市

12.5%

県

12.5%

国

20.0%

調整交付金

5.0%

１号被保険者

23.0%

市

19.25%

県

19.25%

国

38.5%

 

６ 第１号被保険者の保険料 

①負担割合 

介護保険事業に必要な費用は、公費（国・県・市）と65歳以上の第１号被保

険者の保険料、40～64歳の第２号被保険者の保険料で負担します。第８期計画

期間（令和３～５年度）の65歳以上の第１号被保険者の負担割合は、第７期と

同様23％となります。 

また、第１号被保険者の保険料は、３年間を通じ財源の均衡が図られるよう

に設定します。 

 

■介護保険給付費の財源構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域支援事業費の財源構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町村特別給付の財源は、100％第 1号被保険者の保険料です。 

居宅給付費 施設等給付費 

介護予防・日常生活支援総合事業費 包括的支援事業・任意事業費 
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②所得段階別の保険料 

 

■所得段階内訳・保険料率 

※第１～３段階の（ ）内は、軽減後の金額です。 

所得段階 所得等の条件 
基準額に
対する比
率 

保険料
年額 
（円） 

保険料
月額 
（円） 

第１段階 
生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉 

年金受給者、世帯全員が住民税非課税で「合計所得金額

＋課税年金収入額」が80万円以下 

×0.50 
（×0.30） 

34,200 
(20,520) 

2,850 
(1,710) 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で「合計所得金額＋課税 

年金収入額」が 80万円を超え 120万円以下 

×0.65 
（×0.40） 

44,460 
(27,360) 

3,705 
(2,280) 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で「合計所得金額＋課税 

年金収入額」が 120万円を超える 

×0.70 
（×0.65） 

47,880 
(44,460) 

3.990 
(3,705) 

第４段階 
住民税課税世帯で、本人は住民税非課税で「合計 

所得金額＋課税年金収入額」が 80万円以下 
×0.85 58,140 4,845 

第５段階 

（基準） 

住民税課税世帯で、本人は住民税非課税で「合計 

所得金額＋課税年金収入額」が 80万円を超える 
×1.00 68,400 5,700 

第６段階 本人が住民税課税で、合計所得金額 120万円未満 ×1.10 75,240 6,270 

第７段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 120万円以上 

210万円未満 
×1.20 82,080 6,840 

第８段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 210万円以上 

320万円未満 
×1.45 99,180 8,265 

第９段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 320万円以上 

400万円未満 
×1.50 102,600 8,550 

第 10段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 400万円以上 

500万円未満 
×1.65 112,860 9,405 

第 11段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 500万円以上 

600万円未満 
×1.70 116,280 9,690 

第 12段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 600万円以上 

700万円未満 
×1.80 123,120 10,260 

第 13段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 700万円以上 

800万円未満 
×1.85 126,540 10,545 

第 14段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 800万円以上 

900万円未満 
×1.90 129,960 10,830 

第 15段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 900万円以上 

1,000万円未満 
×1.95 133,380 11,115 

第 16段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額 1,000万円以上

1,500万円未満 
×2.00 136,800 11,400 

第 17段階 本人が住民税課税で、合計所得金額 1,500万円以上 ×2.20 150,480 12,540 

 

 

【参考】令和７（2025）年度の介護保険料（基準所得段階の保険料月額）の推計（円） 

                                                                 6,908 
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第 章    計画の推進体制 

         
 

１ 計画の周知 

本計画の推進にあたり、本計画の内容（現在の市の高齢者状況、今後の取り

組み内容、目標とする事項）を広報紙や市のホームページを活用して市民に公

開し、積極的な情報提供に取り組みます。 
 

２ 関係機関との連携 

地域包括ケアシステムの深化・推進のためには、医療・介護・予防・地域に

よる生活支援などの連携が不可欠です。 

医療と介護の関係では、「在宅医療・介護連携プロジェクトチーム」を組織し

ていますが、「医師会」、「歯科医師会」、「薬剤師会」、市内の介護支援専門員で

組織する「ケアネット可児」などの協力体制が必要です。 

また、地域の生活支援体制整備では、第一層協議体、第二層協議体など地域

の方々による「話し合いの場」の活性化が前提となってきます。 

これらの活動を通じて、医療、介護、地域による生活支援がそれぞれ充実し

ていくことを目指します。そして、相互に連携・協力できるよう市がコーディ

ネートします。 
 

３ 計画の進捗状況の確認 

本計画に定める施策の進捗状況と「主な事業の目標値」について、毎年度（年

１回 ９月末時点）、高齢福祉、介護保険、福祉の各担当部門、及び社会福祉協

議会で実績評価・確認を行います。 

その結果を、次年度の活動につなげていくようPDCAサイクルを確立し実行し

ます。 
 

４ 可児市高齢者施策等運営協議会における検証 

上記の実績評価・確認の内容、及び次年度に向けた改善点等を、高齢者施策

等運営協議会において報告し意見等をいただきます。そこで得られた評価や課

題に対して、次年度の取り組みに反映させることで適正な事業実施を図ります。 
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資料編 
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１ 策定の経過 

 

年月日 内容 

令和元年 ７月～ 

令和２年 1月 

アンケート調査 

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

②在宅介護実態調査 

③介護支援専門員調査 

④在宅生活改善調査 

⑤介護人材実態調査 

令和２年 ７月 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の実態調査 

７月 16日 
第１回 可児市高齢者施策等運営協議会の開催 

    （アンケート調査の結果報告） 

          ８月～９月 事業者への施設整備意向調査 

９月 関係各課との調整 

          ９月 18日 
第２回 可児市高齢者施策等運営協議会の開催 

（第７期の取り組み評価・第８期計画基本理念について） 

10月 19日 
第３回 可児市高齢者施策等運営協議会の開催 

    （計画素案、施策内容について） 

11月 ５日 庁議幹事会 

11月 20日 庁議 

12月 14日 議会 教育福祉委員会報告 

令和３年 1月 12日～ 

         ２月  １日 
パブリックコメントの実施 

２月  
第４回 可児市高齢者施策等運営協議会の開催（書面による） 

    （介護保険料、計画案の了承について） 
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２ 可児市高齢者施策等運営協議会委員名簿 

 

（敬称略、順不同） 

氏  名 所  属 備  考 

熊谷
くまがい

 豊一
とよかず

 可児医師会 委員長 

山本
やまもと

 安之
やすゆき

 可児市自治連絡協議会 副委員長 

中井
な か い

 雅人
ま さ と

 可児歯科医師会  

早川
はやかわ

 嘉哉
よ し や

 岐阜県薬剤師会  

奥村
おくむら

 啓
ひろ

明
あき

 可児市社会福祉協議会  

渡邉
わたなべ

 孝夫
た か お

 可児市民生児童委員連絡協議会  

小林
こばやし

  彰
あきら

 可児市健友連合会  

纐纈
こうけつ

 治一
じ い ち

 特別養護老人ホーム春里苑  

日比野
ひ び の

 宅芳
たくよし

 慈恵会  

内野
う ち の

 聖子
せ い こ

 岐阜医療科学大学  

滝
たき

  佳子
よ し こ

 市民委員  

森
もり

 よう子
こ

 市民委員  
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３ 高齢者の相談窓口（一覧） 

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活を続けら

れるように支援を行う総合機関です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 センター名／住所 電話番号 担当地区 

① 

可児市地域包括支援センター 

可児市広見１丁目１番地 

（可児市役所２階 高齢福祉課内） 

TEL：0574-62-1111 

FAX：0574-60-4616 

広見東、広見、 

中恵土 

② 

可児市東部地域包括支援センター 

可児市久々利 1527番地 

（久々利苑２階） 

TEL：0574-64-5115 

FAX：0574-56-0513 

平牧、 

桜ケ丘ハイツ、 

久々利 

③ 
可児市南部地域包括支援センター 

 可児市塩河 2709番地１（春里苑内） 

TEL：0574-66-6722 

FAX：0574-61-1121 
春里、姫治 

④ 

可児市帷子地域包括支援センター 

 可児市東帷子 1011番地 

（帷子地区センター内） 

TEL：0574-66-3377 

FAX：0574-66-3378 
帷子 

⑤ 

可児市土田地域包括支援センター 

 可児市土田 1221番地５ 

（可児とうのう病院内） 

TEL：0574-66-7171 

FAX：0574-25-2299 
土田 

⑥ 

可児市北部地域包括支援センター 

 可児市今渡 682番地１ 

（福祉センター内） 

TEL：0574-63-6200 

FAX：0574-62-5342 

今渡、川合、 

下恵土、兼山 
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４ 用語集 

 

あ行 

【ＩＣＴ】 

 「Information and Communication Technology」の略で、「情報通信技術」の意味。 

【歩こう可児３０２】 

 「市民一人ひとりが取り組む健康づくりのまち」を目指して、若い方から高齢の方まで、身近な所で、安全に、手

軽にできるウオーキングを推進するもの。目標は、１回30分のウオーキングを週２回行うこと。 

【あんきクラブ便り】 

75歳以上の市内在住者を対象とし、年2回程度発行。高齢者へ特に伝えたい内容(消費者被害や介護

予防、防災情報など)を掲載した通信。 

【インフォーマルサービス】 

近隣や地域社会、ボランティア等が行う非公式な援助のこと。フォーマルサービス（公的機関等が行う制度に

基づいた社会福祉サービス）の対語。 

【おいしく歯歯歯教室】 

認知症や寝たきりを防ぐため、歯科医師・歯科衛生士と市が連携して行う口腔機能の維持向上を目指した講

座。 

【オーラルフレイル】 

口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含み、身体の衰え（フレイル）の１つ。（P109参照） 

【オレンジプラン】 

 「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らしを続けることが

できる社会を実現する。」ことを目的に、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて策定された「新オレン

ジプラン（認知症施策推進総合戦略）」に基づき、可児市の認知症の取り組みをまとめたもの。 

 

か行 

【介護サービス】 

要介護認定で要介護1～5と認定された人が利用できるサービス。日常生活を送ることが困難であり、介護が

必要な人を支援することを目的としたもの。 

【介護支援専門員】 

要介護（要支援）認定者からの介護サービスの利用に関する相談や適切な居宅サービス・施設サービスを利

用できるようケアプランの作成やサービス事業者等との連絡調整を行う専門職（ケアマネジャー）のこと。 
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【介護サービス相談員制度】 

一定の水準以上の研修を受け、市町村に登録された者が、介護保険サービスを提供する施設や事業所、食事

提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム、安否確認・生活支援サービス等を提供するサービス付き高

齢者向け住宅を訪問し、利用者の話を聞いたり相談に応じたりすることにより、サービスの質的向上や利用者の

自立した日常生活の実現を図ることを目的とした制度。 

【介護予防サービス】 

要介護認定で要支援と認定された人が利用できるサービス。要介護状態になることをできる限り防ぎ、自立に

向けた生活が送れるように支援することを目的としたもの。 

【介護予防・日常生活支援総合事業】 

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、介護保険サービスに加えて、各種のサービスを増やし、

地域の支え合いの体制づくりとあわせて、要支援の方から元気な高齢者の方までの介護予防と日常生活の自

立を支援する事業。 

介護予防・日常生活支援総合事業には、訪問型サービス（身体介護や生活援助など）、通所型サービス（機

能訓練やレクレーションなど）、住民主体のよるサービス（見守りや緊急時の対応など）などのサービスが受けら

れる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の方なら誰でも受けられる介護予防に関する教室・講演

会などを実施する「一般介護予防事業」がある。 

【可児市地域包括ケアシステム（Ｋケアシステム）】 

地域性や住民同士のつながり、既存の資源などを大切にしながら、医療・介護関係者や地域の方々とともに

考え実践していく可児市における地域包括ケアシステム。（P107参照） 

【可児地域在宅歯科医療連携室】 

「在宅歯科医療希望者の窓口」「在宅歯科医療や口腔ケア指導者等の実施歯科診療所等の紹介」「医科・

介護等との連携と調整」など、住民からの相談や専門職との連携の窓口機能。 

【通いの場】 

「介護予防」、「閉じこもり予防」、「健康づくり」のため、集会所などの地域に開かれた場所で、地域の住民が

運営する地域住民の集う場。 

【ぎふ・すこやか健診】 

後期高齢者医療保険加入者を対象に、生活習慣病の早期発見・早期治療を図るため実施する健康診査。 

【共生型サービス】 

同一の事業所で、介護保険と障がい福祉のサービスが一体的に提供できるサービス、仕組みであり、障がい

のある人・児童が介護保険事業所を、また、高齢者が障がい福祉事業所を利用しても、給付対象となる。 

【緊急通報システム】 

一人暮らしの高齢者や高齢者世帯を対象に市が行っている事業で、急病やけがなどの緊急時に装置のボタ

ンを押すことで、市が委託するセンターに通報され相談員が対応するシステムのこと。 
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【ケアネット可児】 

可児市内で居宅介護サービスを行っている居宅介護支援のサービスを行う事業者による自主的組織

として、その利害等を超えて連携し、可児市の介護保険の発展に貢献することを目的に活動してい

る。 

【ケアマネジメント】 

介護支援専門員等が、要介護者等やその家族から、心身や生活等の状態や課題を分析しニーズを的確に把

握して、介護サービス提供者や医療機関との連携・調整を図りながら、ケアプランを作成し、適切なサービスの提

供に結び付けていくとともに、点検・評価を行い必要に応じて見直す等、専門的な観点から支援を行うこと。 

【Ｋ（ケイ）体操】 

簡単・健康・可児の頭文字をとった可児市の介護予防体操。肩を回したり膝を伸ばしたりする体操であり、普

段体を動かしていない高齢者や転倒や認知症を予防したい人、日常生活の動作等に不安を感じている人に対

して、さまざまな効果が期待される。 

【ＫＤＢシステム】 

国保データベースシステムの略で、国保連合会が保険者の委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特

定健診・特定保健指導」「医療（後期高齢者医療含む）」「介護保険」等の情報を活用し、統計情報等を提供

し、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすることを目的として構築されたシステム。 

【軽度認知障がい（ＭＣＩ）】 

「Mild Cognitive Impairment」の略で、認知機能（記憶・決定・理由付け・実行等）のうち１つの機能に問

題が生じているが、日常生活に支障のない状態のこと。そのままにしておくと半数の人が認知症へ進んでいくと

言われている。 

【合計所得金額】 

所得税法上は、所得の種類ごとに一年間の収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により異な

る）を差し引いた金額のこと。なお、介護保険制度では、所得税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び

短期譲渡所得にかかる特別控除額」を控除した金額をいい、非課税者においては、さらに公的年金等に係る所

得を除いたものを意味する。 

また、令和３年度からは平成30年度税制改正の影響を受けないよう調整した金額となっている。 

【高齢者大学】 

市内在住の60歳以上の人を対象に実施している学習講座。生涯学習の観点に立ち、高齢者にふさわしい教

養と社会的能力を高めるための場を提供し、これによって、高齢者が健康で生きがいのある豊かな生活を創り

出すことをねらいとしている。この他、地域によっては地域限定の高齢者大学を設けている所もある。 

【コグニサイズ】 

国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題（計算、しりとりなど）を組み合わせた、認知症予防を

目的とした取り組みの総称を表した造語。 

【コーホート変化率法】 

コーホートとは、同年（または同期間）に出生した集団のことをいい、コーホート変化率法とは、各コーホートに

ついて、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法のこと。 
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さ行 

【サービスA】 

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型・通所型サービスのうち、事業所が行う指定基準を緩和し

たサービス。 

【サービスＢ】 

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型・通所型サービスのうち、事業所などでなく、ＮＰＯ団体

や住民が主体となって行うサービス。 

【サービスC】 

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型・通所型サービスのうち、保健・医療の専門職が短期集中

で行うサービス。 

【在宅医療・介護連携プロジェクトチーム（かけそばネット）】 

住み慣れた地域で暮らし続けることができる仕組みの実現に向けて結成し、「医療・介護の専門職の連携」

「在宅医療介護について研修・勉強」「住民への啓発」を行っている。専門職の『“かけ”つけます “そば”にいま

す』の気持ちから、「かけそばネット」として活動している。 

【在宅限界点】 

介護ニーズの増加等により、在宅生活から施設入所や病院へ入院せざるを得なくなる時点のこと。 

【サロン】 

高齢者の方が、身近な場所で気軽に集まり、楽しくふれあいを深めて交流することができる場。 

【市町村特別給付】 

各市町村が、法で定められた介護給付・予防給付のほかに、条例で位置付けることにより第１号被保険者の

保険料を財源として独自に行う給付のこと。 

【就労的活動支援コーディネーター】 

役割がある形での高齢者の社会参加等の促進のため、就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就

労的活動の取り組みを実施したい事業者等とのマッチングを行う人のこと。 

【生涯学習 楽・学講座】 

市民が自主的・主体的に活動している生涯学習を通じた「地域づくり」「仲間づくり」を支援するため、市民講

師や市の職員が地域・集会・学校に出向いて行う講座。 

【生涯現役社会】 

65歳以降においても、健康で働く意欲のある高齢者が、年齢に関わりなく、その能力や経験を生かして生涯

現役で活躍し続けられるような社会環境。 

【深化】 

深まること。また、深めること。といった意味であるが、厚生労働省の介護保険事業にかかる基本指針において

新たに地域包括ケアシステムの深化・推進という表現を用いており、本計画でも使用している。 
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【生活支援コーディネーター】 

地域において、高齢者が住み慣れた在宅でいつまでも生活できるように、課題となっていることを地域の方々

とともに抽出し、その課題解決に向けて「地域支え合い活動」や「介護予防・生活支援サービス」などの地域の

方々によるサービスを構築するとともに、サービスのマッチングを行う人のこと。 

【成年後見制度】 

契約の締結等を行う代理人を選定したり、本人が誤った判断により締結した契約を取り消すことができるよう

にするなど、認知症や知的障がいで判断能力が不十分な成年者の権利を保護するための制度。 

 

た行 

【第一層協議体】 

市区町村の区域で、「①地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起」、「②地縁組織等多様な主体へ

の協力依頼などの働きかけ」、「③関係者のネットワーク化」、「④目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一」、

「⑤生活支援の担い手の養成やサービスの開発（担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機

能 ）」を中心に行う会議体。本市では「可児あんしんづくりサポート委員会」のこと。 

【第二層協議体】 

日常生活圏域等で、生活支援コーディネーターが中心となり第一層協議体の５つの取り組みに加えて「⑥ニ

ーズとサービスのマッチング」を行う会議体。本市では、14の自治連合会単位で設置。 

【団塊の世代】 

第二次大戦後、昭和22年～24年に生まれた世代のこと。 

【地域共生社会】 

地域づくりを地域住民が「我が事」として主体的に取り組み、市町村が地域づくりの支援と、公的な福祉サー

ビスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進め、地域コミュニティと公的福祉サービスが

連携して助け合いながら暮らすことができる共生社会のこと。 

【地域ケア会議】 

高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシス

テムの実現に向けた手法。地域のニーズや課題の把握、新たな支援サービスの提言、既存サービスのシステム

化等を目的に、地域の方や専門家等が一緒に話し合い考える場として実施している。地域包括支援センター等

が主催し個別のケースを検討する地域ケア個別会議と、市町村等が開催し地域課題の解決を検討する場まで

一体的に取り組んでいく地域ケア推進会議がある。 

【地域支え合い活動】 

 高齢者をはじめ、地域の中で支援を必要としている方々のために地域の方の手により行われる支援活動。地域

の中でその必要性が話し合われ、そこから実施していくこととなった助け合いの活動、または、従来から自然発生

的に行われている住民同士の助け合い活動など。 
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【地域支え愛ポイント制度】 

市民の地域社会への貢献活動を全面的に応援し活発化させるため、「子育て世代が安心して暮らせるため

の活動」と「高齢者が地域で健康、安気に暮らせることにつながる活動」に対し、活動に応じたポイントを交付す

る制度。このポイントを１年間貯めることにより、市で発行する地域通貨「Kマネー」（市内の協力店で利用可能）

と交換することができる。 

【地域支援事業】 

介護保険事業の中で行われる事業は、要介護（支援）認定者が介護（予防）サービスを利用した場合に支出

する「介護（予防）サービス給付費」と、この「地域支援事業」に大別される。「地域支援事業」は、要介護・要支

援状態になることを予防し、社会に参加しつつ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する

ことを目的に、地域における包括的な相談支援体制、多様な主体による日常生活の支援体制、在宅医療と介護

の連携体制及び認知症高齢者の支援体制の構築を一体的に推進するもの。また、「地域支援事業」は、介護予

防・生活支援サービスの提供と介護予防活動を推進する「介護予防・日常生活支援総合事業」、地域包括支援

センターを運営する「包括的支援事業」、在宅医療・介護連携推進や生活支援体制整備などを行う「包括的支

援事業（社会保障充実分）」及び家族介護支援などを行う「任意事業」に大別される。 

【地域資源】 

自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的なものを資源として活用可能な物と捉え、人的・人文的な資

源をも含む広義の総称。この計画においては、市、社会福祉協議会、介護サービス事業者、ボランティア団体、Ｎ

ＰＯ団体、民間事業者などが提供するさまざまなサービスのうち、介護保険外のサービスをいう。 

【地域福祉協力者】 

 地域の中で、一人暮らしや体の不自由な方、子どもを見守る人。高齢化や核家族化が進む中、見守りが必要な

人を地域で見守り、安心して暮らせるまちづくりを目指すため、地域福祉協力者制度を平成22年度から実施し

ている。 

【地域包括ケアシステム】 

高齢者が地域で自立した生活を営めるように、医療、介護、予防、生活支援サービス、住まいが切れ目なく提

供される仕組みのこと。 

【地域包括ケア「見える化」システム】 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するため厚生労働省

が提供する情報システムであり、介護保険に関連する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関するさま

ざまな情報が本システムに一元化され、かつグラフ等を用いた見やすい形で提供されるもの。（厚生労働省ホー

ムページより閲覧可能。） 

【地域包括支援センター】 

地域の高齢者の総合相談、介護予防のための支援、高齢者の虐待防止、権利擁護や地域の支援体制づくり

などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する機関のこと。原則として、保健師、社

会福祉士、主任介護支援専門員の３職種を配置することとしている。（P101参照） 
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【地域見守り協力事業】 

地域の見守り体制をより強化するため、郵便、新聞、牛乳、電気、ガスなど各家庭を業務で訪問しているさまざ

まな民間事業者と「可児市地域見守り協力活動に関する協定」を締結し、より多面的に一人暮らしの高齢者世

帯等、気がかりな世帯の異変を早期に発見し、迅速に支援につなげる仕組み。 

【地区社会福祉協議会（地区社協）】 

可児市社会福祉協議会では、市域を自治連合会の単位で14地区に分けて、地区社会福祉協議会を組織し

ている。これら14の各地区社会福祉協議会では、それぞれの地域で検討した地域福祉活動を実施している。 

【チームオレンジ】 

地域で暮らす認知症の人や家族の困りごとの支援と認知症サポーターを結び付けるための取り組みです。

（近隣の認知症サポーターがチームを組み認知症の人や家族に対する生活面の早期からの支援等を行います。

認知症の人もメンバーとして参加します。） 

【調整済み認定率】 

認定率の多寡に大きな影響を及ぼす「第１号被保険者の性・年齢構成」の影響を除外した認定率を指す。ど

の地域も全国平均やある地域の１時点と同様になるよう調整することで、第１号被保険者の性・年齢構成以外の

要素の認定率への影響について、地域間や時系列での比較がしやすくなる。 

【特定健診（特定健康診査）】 

40歳から74歳の人に対し、内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）に着目した生活習慣病予防のため

の保健指導を必要とする人を抽出する健診。 

 

な行 

【日常生活圏域】 

市町村介護保険事業計画において市町村が定めるもので、住民が日常生活を営んでいる地域として、地理

的条件、人口、交通事情その他社会的条件を勘案して定めるもの。 

一般的には、小学校区、中学校区、旧行政区、地域づくりの単位など地域の特性を踏まえて設定する。本市に

おいては、第６期計画（平成27～29年度）以降、自治連合会の地域を基本としつつ、「広見東・広見・中恵土」

「平牧・久々利・桜ケ丘ハイツ」「春里・姫治」「帷子」「土田」及び「今渡・川合・下恵土・兼山」の6つに分けて設

定している。 

【認知症】 

いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったためにさまざまな障がいが起こり、生活する

うえで支障が出ている状態（およそ６カ月以上継続）のこと。 

【認知症ケアパス】 

認知症の人が認知症を発症した時から、認知症によって生活機能に関する障がいが進行していく中で、その

進行状況に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのかをわかりやすく示した案

内文書。  
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【認知症サポーター】 

講座を通じて認知症の正しい知識と接し方を理解し、自分のできる範囲で認知症の人を応援していく活動を

行う人。 

【認知症初期集中支援チーム】 

複数の専門家が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセ

スメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的（概ね6カ月）に行い、自立生活のサポートを

行うチーム。 

【認知症地域支援推進員】 

平成30年度から全ての市町村に配置され、各市町村が進めている認知症施策の推進役、そして地域

における認知症の人の医療・介護等の支援ネットワーク構築の要役として、地域の特徴や課題に応じ

た活動を展開している。 

 

は行 

【８０２０運動】 

 歯科に関する運動で、満80歳になっても20本以上の歯を残そうとするのが主目的の運動。厚生労働省や日本

歯科医師会により推進されている。 

【避難行動要支援者】 

災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難なため特に支援を必要とすると

して、可児市地域防災計画で定められた範囲の人のこと。 

【フレイル】 

加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生

活機能が障がいされ、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維

持向上が可能な状態像。 

【法人後見事業】 

社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯなどの法人が成年後見人になり、親族等が個人で成年後見人等に就任

した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行う事業のこと。 

【保険者機能強化推進交付金】 

 介護保険法等の改正により、平成30年度から高齢者の自立支援・重度化防止等に向け、保険者や都道府

県の取り組みが実施されるよう制度化し、自治体への財政的インセンティブとして、客観的指標を設定し、自立支

援・重度化防止に関する取り組みを推進するために創設された交付金。 

 

ま行 

【看取り】 

 死が避けられないとされた人が自分らしい最期を迎えるために、身体的・精神的苦痛を緩和、軽減するととも

に、残された時間の最期まで尊厳ある生活を支援していくこと。 
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や行 

【養護老人ホーム】 

65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅における生活が困難な人が入所する施設。 
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介護サービス・介護予防サービス 一覧 

居宅サービス、地域密着型サービスのうち、（＊）のサービスには介護予防を含みます。 

サービス名 内容 

居宅サービス 
介護保険サービスのうち、施設へ入所・入居してサービスの提供を受けるもの以

外の、自宅を生活の拠点として受ける介護保険サービスのこと。 

 

訪問介護 

居宅において介護を受ける要介護者等に対して、介護福祉士等の訪問介護員

等により行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話のこ

と。 

訪問入浴介護（＊） 
介護を受ける要介護者等の居宅を入浴車等で訪問し、浴槽を提供して行われ

る入浴の介護のこと。 

訪問看護（＊） 

居宅において介護を受ける要介護者等に対して、看護師、保健師、准看護師、理

学療法士、作業療法士により行われる療養上の世話、または必要な診療の補助

を行うこと。 

訪問リハビリテーショ

ン（＊） 

居宅において介護を受ける要介護者等に対して、心身の機能の維持回復を図

り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要な

リハビリテーションのこと。 

居宅療養管理指導

（＊） 

居宅において介護を受ける要介護者等に対して、病院、診療所または薬局の医

師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が、訪問して行う療養上の管理

及び指導のこと。 

通所介護 

居宅において介護を受ける要介護者等をデイサービスセンター等に通わせ、入

浴や食事の提供、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な

日常生活上の世話、機能訓練等を行うこと。 

通所リハビリテーショ

ン（＊） 

居宅において介護を受ける要介護者等で病状が安定期にある者に対し、介護

老人保健施設、病院、診療所において心身機能の維持回復及び日常生活上の

自立を図るために、医学的管理の下で、理学療法、作業療法その他必要なリハ

ビリテーションを行うこと。 

短期入所生活介護

（＊） 

居宅において介護を受ける要介護者等を特別養護老人ホームまたは老人短期

入所施設に短期間入所させ、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練等を行うこと。 

短期入所療養介護

（＊） 

居宅において介護を受ける要介護者等を介護老人保健施設、介護医療院、介

護療養型医療施設、医療法による療養病床を有する病院または診療所等に短

期間入所させ、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な

医療及び日常生活上の世話を行うこと。 

福祉用具貸与（＊） 
居宅において介護を受ける要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具や

機能訓練のための用具の貸与のこと。 

特定福祉用具販売

（＊） 

居宅において介護を受ける要介護者等の入浴または排泄の用に供する福祉用

具を政令に定めるところにより行われる販売のこと。 
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サービス名 内容 

 

住宅改修費（＊） 

介護を受ける要介護者等が、その居住する住宅について改修を行った場合で、

市町村が要介護者の心身や住宅の状況から必要と認めたときは、介護保険か

ら居宅介護住宅改修費が支給されるもの。 

特定施設入居者生活

介護（＊） 

有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス）等に入居している要介護者等に

ついて、当該施設が特定施設サービス計画に基づき行う、入浴、排泄、食事等の

介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話のこと。 

地域密着型サービス 

高齢者が身近な地域での生活が継続できるようにするためのサービス。事業者

の指定や指導・監督は市町村が行い、日常生活圏域ごとの必要量を定め、計画

的な整備を行う。 

 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しなが

ら、定期巡回と随時の対応を行うサービス。１つの事業所で訪問介護と訪問看

護を一体的に提供する「一体型」と訪問介護を行う事業者が地域の訪問看護

事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」がある。 

夜間対応型訪問介護 

居宅の要介護者について、夜間、定期的な巡回訪問により、または通報を受け、

その者の居宅において介護福祉士等の訪問介護員等により行われる入浴、排

泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話のこと。 

認知症対応型通所介

護（＊） 

居宅の要介護者等であって、認知症である者について、特別養護老人ホーム、

養護老人ホーム等の施設またはデイサービスセンターに通わせ、当該施設にお

いて入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談・助言等日常生活上の世

話及び機能訓練を行うこと。 

小規模多機能型居宅

介護（＊） 

居宅の要介護（支援）認定者について、心身の状況、その置かれている環境等

に応じて、その者の選択に基づき、居宅において、またはサービスの拠点に通わ

せ、もしくは短期間宿泊させ、入浴、排泄、食事等の介護、調理・洗濯等の家事、

生活等に関する相談・助言等日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと。 

認知症対応型共同生

活介護（＊） 

要介護者等であって認知症である者を、共同生活を行う住居において、入浴、排

泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと。 

地域密着型特定施設

入居者生活介護 

入居定員が 29人以下の介護専用型有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケア

ハウス）等に入居している要介護者について、当該施設が地域密着型特定施設

サービス計画に基づき行う、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の

世話、機能訓練及び療養上の世話のこと。 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

入所定員が 29人以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者につい

て、当該施設が地域密着型施設サービス計画に基づき行う、入浴、排泄、食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話

のこと。 

看護小規模多機能型

居宅介護 

小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を組み合

わせ柔軟にサービスを提供すること。 

地域密着型通所介護 

一定定員以下の小規模型な通所介護のこと。制度改正により、平成 28年度か

ら小規模な通所介護事業所は、市が指定・監督する地域密着型サービスに位置

付けられた。 
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サービス名 内容 

施設サービス 
自宅・在宅での介護が困難になった要介護認定者が、施設に入所（入院）して

受けるサービスのこと。 

 

介護老人福祉施設 

身体上または精神上著しい障がいがあるため、常時の介護を必要とし、かつ、居

宅においてこれを受けることが困難な者（要介護者）を入所させ、施設サービス

計画に基づいて、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能

訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とする施設。 

介護老人保健施設 

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下におけ

る介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話

を行うことを目的とする施設。 

介護医療院 

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の

機能と、「生活機能」としての機能を一体的に提供する施設。（平成30年４月よ

り創設。） 

介護療養型医療施設 

医療法に規定された、療養病床を有する病院・診療所において、その療養病床

に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看

護、医学的管理下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療

を行うことを目的とする施設。令和５年度末でサービスの廃止が決定している。 

居宅介護支援 

要介護者が自宅で適切にサービスを利用できるように、介護支援専門員が心

身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿ってケアプランを作成したり、さ

まざまな介護サービスの連絡・調整などを行うこと。 

介護予防支援 

要支援 1 または要支援 2の認定を受けた人に対し、介護予防サービスを適切

に利用できるよう介護予防プランの作成や、サービス事業所との連絡・調整など

を行うこと。 
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